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ン
・
リ
ス
ト
の
影
響
を
受
け
た
牧
野
の
社
会
的
責
任
論
は
意
思
自
由
の
存
在
を
否
定
す
る
。
行
為
者
の
責
任
は
社
会
保
全
と
い
う
観
点
か

ら
理
解
さ
れ
る
。
主
観
主
義
の
刑
法
理
論
は
、
刑
法
の
対
象
と
し
て
、
行
為
者
の
悪
性
す
な
わ
ち
反
社
会
性
に
重
点
を
お
く
か
ら
、
責
任

の
本
質
は
行
為
責
任
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
で
な
く
、
人
格
責
任
と
し
て
論
ぜ
ら
れ
る
。⽛
刑
法
に
規
定
せ
ら
れ
る
一
定
の
行
為
に
依
っ

て
徴
表
せ
ら
れ
る
行
為
者
の
人
格
（
悪
性
、
社
会
的
危
険
性
、
犯
罪
的
性
格
）
が
、
刑
法
上
の
制
裁
を
受
け
る
基
礎
に
な
る
の
で
あ
り
、

刑
罰
は
、
そ
の
人
格
を
矯
正
す
る
た
め
の
社
会
的
処
遇
で
あ
る
（
226
）⽜。
こ
の
社
会
的
責
任
論
の
立
場
か
ら
す
る
と
、
幼
者
精
神
病
者
の
反
社
会

的
行
為
に
対
し
て
は
、⽛
社
会
は
、
其
の
行
為
者
に
対
し
て
、
そ
の
行
為
に
因
り
、
反
社
会
的
性
格
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
の
結
果
、
社
会

防
衛
の
方
法
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
こ
と
に
な
る
わ
け
で
、
こ
こ
に
保
安
処
分
の
問
題
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
義
に
お
い
て
、
幼
者

精
神
病
者
は
、
そ
の
反
社
会
的
行
為
に
拠
っ
て
、
社
会
的
に
は
非
難
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
…
…
放
置
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
…
…
す
な

わ
ち
、
責
任
無
能
力
者
に
対
し
て
も
、
そ
の
者
に
対
し
社
会
的
道
義
的
価
値
判
断
を
為
す
の
基
礎
と
な
る
べ
き
心
理
的
関
係
は
成
立
す
る

の
で
あ
る
（
227
）⽜。
し
た
が
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
能
力
者
と
無
能
力
者
の
行
為
に
関
し
て
、
物
心
の
連
絡
と
い
う
点
、
差
異
は
な
い
。
た
だ
、
両
者

に
対
す
る
社
会
防
衛
の
方
法
が
異
な
る
に
す
ぎ
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、⽛
責
任
能
力
と
い
う
の
は
、
刑
を
科
す
る
こ
と
に
因
っ
て
、
刑
の
目

的
を
達
し
得
べ
き
能
力
で
あ
る
…
…
す
な
わ
ち
、
責
任
能
力
は
刑
罰
能
力
Strafm
ündigkeitで
あ
る
…
…
わ
た
く
し
は
、
こ
れ
を
刑
罰
適

応
性
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
（
228
）⽜。
か
く
し
て
、
社
会
的
責
任
論
に
よ
る
と
、
原
理
上
、
刑
罰
と
処
分
の
間
に
概
念
的
区
別
は
存
在

し
な
い
。
故
意
・
過
失
と
い
う
責
任
条
件
も
悪
性
の
表
現
で
あ
り
、
そ
の
行
為
は
行
為
者
の
反
社
会
性
の
徴
表
で
あ
る
。

社
会
的
責
任
概
念
は
個
人
道
徳
的
意
味
で
の
責
任
を
放
棄
し
、
そ
れ
故
、
応
報
刑
も
放
棄
し
、
目
的
刑
、
し
か
も
（
広
義
の
）
教
育
刑
、

つ
ま
り
改
善
刑
（
Besserungsstrafe）
の
承
認
に
至
る
。
刑
罰
は
行
為
者
人
格
を
矯
正
改
善
す
る
た
め
の
社
会
的
処
遇
で
あ
る
。
行
為

者
を
改
善
す
る
た
め
に
一
定
の
刑
罰
が
十
分
で
あ
る
か
ぎ
り
、
一
般
予
防
の
観
点
か
ら
重
い
刑
罰
を
科
す
る
必
要
は
な
い
。⽛
軽
い
刑
を
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以
っ
て
足
り
る
も
の
と
せ
ら
れ
る
理
由
を
社
会
に
示
す
の
国
家
的
努
力
が
、
威
嚇
に
急
ぐ
の
国
家
的
努
力
よ
り
も
、
文
化
的
に
よ
り
高
度

の
も
の
で
あ
る
（
229
）⽜。
一
般
予
防
の
た
め
に
は
、
社
会
政
策
一
般
が
重
要
な
意
義
を
有
す
る
。
逆
に
、
社
会
一
般
が
軽
い
も
の
と
見
る
犯
罪
に

お
い
て
、
特
別
予
防
の
必
要
上
、
場
合
に
よ
っ
て
は
重
い
刑
罰
を
科
す
必
要
性
が
生
ず
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
重
い
刑
罰
を
科
す
る
必

要
性
を
社
会
一
般
に
向
か
っ
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
国
家
の
任
務
で
あ
る
。
牧
野
は
、
応
報
刑
主
義
に
対
し
て
、⽛
純
正
に
理
論
的
に
考

え
て
も
、
応
報
が
そ
れ
自
体
と
し
て
倫
理
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
疑
う
の
で
あ
り
、
別
に
、
文
化
の
発
達
を
跡
づ
け
、
国
家
の
行
動
の

進
化
を
論
じ
て
そ
の
意
義
乃
至
価
値
を
考
え
る
に
お
い
て
は
、
一
般
予
防
主
義
は
、
徒
に
権
力
的
な
威
嚇
主
義
た
る
の
外
な
い
も
の
と
せ

ざ
る
を
得
な
い
（
230
）⽜
と
批
判
す
る
。

所
為
の
人
格
相
当
性
を
問
題
と
す
る
こ
の
責
任
論
は
、
正
し
く
は
⽛
行
為
者
責
任
⽜
と
呼
ば
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
牧
野
自
身
も
、

こ
の
理
論
は
社
会
的
責
任
論
で
な
く
、⽛
社
会
的
措
置
⽜
論
と
呼
ば
れ
る
ほ
う
が
良
い
、
な
ぜ
な
ら
、
伝
統
的
理
解
に
よ
れ
ば
、⽛
責
任
⽜

と
い
う
概
念
は
⽛
応
報
的
害
悪
⽜
と
結
び
つ
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
論
ず
る
。

こ
の
責
任
論
に
よ
る
と
、
犯
罪
行
為
は
性
格
の
た
め
の
徴
表
と
し
て
し
か
評
価
さ
れ
な
い
。
そ
れ
故
、
そ
も
そ
も
法
益
侵
害
が
処
罰
さ

れ
る
の
で
な
く
、
法
益
侵
害
を
き
っ
か
け
と
し
て
人
格
が
処
罰
さ
れ
る
。
し
か
し
、
行
為
者
は
所
為
を
処
罰
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
性

格
自
体
を
処
罰
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
。
こ
の
極
端
な
い
わ
ゆ
る
徴
表
的
責
任
概
念
は
法
治
国
の
理
由
か
ら
今
日
も
は
や
支
持
さ
れ
て
い
な

い
。
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B

個
人
道
義
的
責
任
論

a

国
家
道
義
的
責
任
論

権
威
的
な
い
わ
ゆ
る
⽛
後
期
旧
派
⽜
に
所
属
す
る
代
表
的
論
者
の
一
人
で
あ
る
小
野
清
一
郎
（
一
八
九

一
―
一
九
八
六
）
は
、
い
か
な
る
正
義
概
念
が
刑
法
と
結
び
つ
く
べ
き
か
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
論
ず
る
。⽛
私
は
日
本
刑
法
は
国
家
的

道
義
を
根
本
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
国
民
生
活
の
道
義
的
、
法
律
的
秩
序
を
完
う
し
、
国
民
的
和
を
実
現
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

と
考
へ
る
。
犯
罪
は
そ
の
国
家
的
道
義
秩
序
に
対
す
る
忍
ぶ
べ
か
ら
ざ
る
侵
害
で
あ
り
、
刑
罰
は
か
か
る
行
為
を
否
定
し
、
抑
制
す
る
た

め
の
権
威
的
、
権
力
的
な
行
動
で
あ
る
。
其
は
応
報
と
し
て
犯
人
に
苦
痛
を
与
へ
る
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
に
よ
っ
て
国
民
一
般

を
し
て
客
観
的
道
義
観
念
を
意
識
せ
し
め
る
と
同
時
に
、
亦
特
に
犯
人
を
し
て
道
義
の
厳
粛
性
を
知
ら
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
真
の
教
育

は
客
観
的
道
義
の
認
識
な
し
に
は
不
可
能
で
あ
る
。
畢
竟
刑
法
は
応
報
に
よ
っ
て
応
報
を
超
ゆ
る
道
義
そ
の
も
の
を
実
現
し
よ
う
と
す

る
。⽝
刑
は
刑
な
き
を
期
す
る
⽞
も
の
で
あ
る
。
応
報
と
し
て
の
刑
罰
は
道
義
の
実
現
に
お
け
る
必
然
的
な
過
程
で
あ
り
、
已
む
こ
と
を
得

ず
し
て
行
ふ
国
家
的
強
制
で
あ
る
。
其
は
単
な
る
犯
罪
予
防
の
功
利
的
手
段
で
は
な
い
。
其
は
ま
さ
に
一
つ
の
大
乗
的
な
慈
悲
行
で
あ

る
。
さ
れ
ば
其
は
亦
人
倫
的
文
化
秩
序
の
最
小
限
度
の
要
請
と
し
て
の
保
安
を
無
視
す
る
も
の
で
は
な
い
。
応
報
と
予
防
と
は
日
本
刑
法

に
お
い
て
二
律
背
反
で
は
な
く
、
和
の
共
同
体
的
道
義
に
お
い
て
止
揚
さ
れ
、
綜
合
さ
れ
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
（
231
）⽜。

こ
の
見
地
か
ら
す
る
と
、
刑
法
は
国
民
に
対
し
て
道
義
の
意
識
的
実
現
を
要
求
し
、
反
道
義
的
行
為
に
つ
い
て
責
任
を
負
わ
せ
る
。
行

為
は
意
思
の
実
現
で
あ
り
、
客
観
化
で
あ
る
。
客
観
化
さ
れ
た
行
為
自
体
が
刑
事
責
任
の
現
実
的
根
拠
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
常
に

道
義
的
に
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
が
ま
さ
に
、
国
民
の
人
格
的
自
由
と
意
思
決
定
を
重
要
視
す
る
道
義
的
責
任
で
あ
る
。
道
義

的
責
任
の
基
礎
を
成
す
の
が
意
思
自
由
で
あ
る
。⽛
行
為
は
決
定
さ
れ
つ
つ
決
定
す
る
も
の
、た
え
ず
新
た
な
も
の
、自
由
な
も
の
で
あ
る
。

…
…
意
思
の
自
由
お
よ
び
行
為
の
自
由
は
、
道
義
的
責
任
の
基
礎
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
意
思
の
自
由
と
は
、
意
思
が
何
物
に
も
決
定
さ
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れ
て
い
な
い
と
い
ふ
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
性
格
と
環
境
、
す
な
わ
ち
内
外
の
業
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
行

為
を
一
義
的
に
決
定
し
て
は
い
な
い
。
そ
れ
は
具
体
的
に
二
つ
以
上
の
行
為
の
可
能
性
を
残
し
て
い
る
。
そ
う
し
て
人
は
倫
理
的
な
当
為

に
従
っ
て
自
己
の
行
為
を
決
定
す
る
自
由
を
も
つ
。
そ
こ
に
意
思
の
自
由
が
あ
り
、
行
為
の
自
由
が
あ
る
。
意
思
の
自
由
、
行
為
の
自
由

の
な
い
と
こ
ろ
に
は
、
実
は
真
の
意
味
に
お
け
る
行
為
と
い
ふ
も
の
は
な
い
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
道
義
的
に
責
任
の
あ
る
行
為
は
あ

り
得
な
い
（
232
）⽜。⽛
道
義
的
責
任
の
本
質
は
道
義
的
立
場
か
ら
の
非
難
で
あ
る
。
そ
れ
は
行
為
者
が
主
観
的
に
道
義
的
軌
範
の
意
識
に
従
っ
て

行
動
す
べ
く
、
又
行
動
し
得
た
筈
で
あ
る
に
拘
ら
ず
、
そ
の
義
務
に
反
す
る
行
為
に
出
た
こ
と
を
非
難
す
る
意
味
の
消
極
的
な
価
値
判
断

で
あ
る
。
其
の
意
味
で
ま
た
軌
範
的
責
任
と
謂
い
得
る
。
其
の
軌
範
的
な
判
断
で
あ
る
点
に
於
て
違
法
性
に
同
じ
。
但
し
違
法
性
の
判
断

は
専
ら
客
観
的
に
、
行
為
そ
の
も
の
に
対
し
て
下
さ
れ
る
判
断
で
あ
る
。
之
に
反
し
て
道
義
的
責
任
の
判
断
は
違
法
な
行
為
を
行
為
者
の

主
観
に
関
係
さ
せ
て
、
行
為
者
そ
の
人
に
向
け
ら
れ
る
批
判
で
あ
る
。
或
ひ
は
こ
れ
を
主
観
的
な
反
道
義
性
と
謂
っ
て
良
い
で
あ
ろ
う
（
233
）⽜。

小
野
は
、
刑
罰
に
つ
い
て
、
一
般
予
防
、
特
別
予
防
の
い
ず
れ
の
方
向
で
も
道
義
的
観
念
が
支
配
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
。

⽛
刑
法
の
普
遍
的
な
歴
史
的
現
実
に
立
脚
し
て
、
そ
れ
に
お
け
る
刑
法
の
論
理
的
構
造
を
省
察
す
る
の
に
、
そ
の
中
核
は
や
は
り
応
報
の
観

念
で
あ
る
。
そ
れ
は
復
讐
心
で
は
な
い
。
人
間
の
深
い
道
義
的
要
求
で
あ
り
、
そ
れ
が
制
度
の
本
質
、
形
相
、
理
念
で
あ
る
。
刑
罰
と
は

反
道
義
的
行
為
と
し
て
の
犯
罪
を
理
由
と
し
て
道
義
的
責
任
あ
る
行
為
者
に
対
し
て
科
せ
ら
れ
る
法
律
的
制
裁
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
国

家
に
依
る
法
益
の
剥
奪
、
す
な
わ
ち
害
悪
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
道
義
的
、
国
家
的
な
応
報
で
あ
る
と
い
え
る
。
と
は
い
え
刑
法
は
応
報

そ
の
も
の
を
目
的
と
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
国
民
の
道
義
的
秩
序
を
維
持
し
、
公
共
の
福
祉
を
促
進
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ

る
。
即
ち
其
は
道
義
的
な
懲
粛
で
あ
る
（
234
）⽜。
刑
罰
は
、
受
刑
者
の
人
格
に
於
い
て
道
義
的
観
念
を
自
覚
せ
し
め
、
そ
の
道
徳
的
性
格
を
完
成

せ
し
め
る
こ
と
を
助
け
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、⽛
市
民
的
な
、
必
ず
し
も
道
義
的
で
あ
る
こ
と
を
要
し
な
い
改
善
⽜（
リ
ス
ト
）
で
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は
足
り
ず
、⽛
国
家
的
共
同
体
に
於
け
る
倫
理
的
主
体
と
し
て
の
国
民
の
人
格
を
完
成
す
る
点
に
其
の
最
後
の
目
標
を
お
く
べ
き
で
あ
る
（
235
）⽜。

結
局
、
国
家
道
義
的
責
任
論
は
次
の
よ
う
に
要
約
で
き
よ
う
。
刑
法
は
外
在
的
な
国
家
的
道
義
を
根
本
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
責
任
に

は
行
為
者
の
意
思
自
由
が
措
定
さ
れ（
相
対
的
非
決
定
論
）、刑
罰
に
つ
い
て
は
、応
報
そ
の
も
の
は
刑
法
の
目
的
で
は
な
く
、そ
れ
に
よ
っ

て
国
民
の
道
義
的
秩
序
を
維
持
し
公
共
の
福
祉
を
促
進
す
る
も
の
で
あ
る
。
応
報
と
予
防
は
和
の
共
同
体
的
道
義
に
お
い
て
止
揚
さ
れ
、

一
般
予
防
・
特
別
予
防
に
は
国
家
道
義
が
支
配
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
責
任
論
は
、
既
に
第
二
次
世
界
大
戦
前
の
時
代
に
展
開
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
が
、
当
時
は
、
国
家
道
義
は
天
皇
制
国
体
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
意
味
し
た
の
で
あ
る
（
日
本
法
理
）。
本
理
論
が
今
で
も
通
用

さ
せ
る
な
ら
、
誰
が
何
を
根
拠
に
ど
の
よ
う
に
国
家
道
義
を
確
立
す
る
の
か
、
そ
れ
と
社
会
倫
理
と
の
関
連
は
ど
う
な
の
か
に
つ
い
て
の

根
本
的
論
議
が
必
要
と
な
る
。
し
か
し
、
小
野
は
、⽛
刑
法
は
国
家
及
び
国
民
生
活
に
お
け
る
人
倫
的
、
道
義
的
な
基
本
秩
序
を
全
面
的
に

維
持
す
る
任
務
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
…
…
日
本
に
お
け
る
明
治
以
来
の
、
遠
く
は
大
宝
養
老
以
来
の
法
律
文
化
の
意
義
は
失
は
れ
な
い

で
あ
ろ
う
し
、
又
失
は
れ
て
は
な
ら
な
い
（
236
）⽜
と
論
ず
る
の
み
で
あ
る
。
本
責
任
論
は
さ
ら
に
行
為
者
を
個
人
的
に
非
難
で
き
る
た
め
に
意

思
自
由
を
措
定
す
る
が
、
そ
の
論
証
が
全
く
欠
如
し
て
い
る
。
本
責
任
論
は
現
代
の
自
由
・
社
会
・
民
主
法
治
国
の
下
で
は
も
は
や
支
持

さ
れ
え
な
い
。

b

人
格
責
任
論

人
格
責
任
論
（
237
）は
個
人
道
義
的
責
任
論
の
支
持
者
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
る
。
そ
の
代
表
的
論
者
は
團
藤
重
光
で
あ

る
。
そ
の
系
譜
は
メ
ツ
ガ
ー
の
行
状
責
任
論
、
ボ
ッ
ケ
ル
マ
ン
の
生
活
決
定
責
任
論
に
遡
る
。
團
藤
は
、
社
会
的
責
任
論
（
性
格
責
任
論
）

が
、
具
体
的
な
人
間
の
把
握
に
お
い
て
不
充
分
な
行
為
責
任
論
に
対
抗
し
て
現
れ
た
と
い
う
点
で
理
解
で
き
る
も
の
の
、
し
か
し
、
非
難

の
要
素
を
欠
く
も
の
で
、
本
来
の
意
味
で
の
責
任
で
な
い
ば
か
り
か
、
人
格
の
主
体
的
な
面
を
無
視
す
る
点
で
、
刑
法
か
ら
人
間
性
、
し
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た
が
っ
て
、
道
義
的
な
軌
範
性
を
奪
い
去
る
と
批
判
し
た
上
で
、
道
義
的
責
任
論
の
立
場
を
と
り
な
が
ら
、
当
の
行
為
だ
け
で
な
く
、
そ

の
背
後
に
あ
る
人
格
に
責
任
の
基
礎
を
認
め
る
人
格
責
任
論
に
進
む
以
外
に
は
な
い
と
論
ず
る
（
238
）。

人
格
責
任
論
で
は
、
先
ず
、
責
任
判
断
の
対
象
と
な
る
の
は
構
成
要
件
該
当
行
為
そ
の
も
の
で
あ
る
。
犯
罪
行
為
は
行
為
者
の
人
格
の

現
実
化
で
あ
る
。⽛
犯
罪
行
為
は
一
定
の
性
格
の
自
然
必
然
的
な
流
露
で
は
な
く
、
人
格
の
特
性
に
し
た
が
い
な
が
ら
も
、
種
々
の
内
的
お

よ
び
外
的
条
件
の
も
と
に
、
行
為
者
が
他
の
可
能
性
を
排
除
し
て
と
く
に
そ
の
可
能
性
を
選
択
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ

る
（
人
格
の
自
発
的
・
目
的
論
的
要
素
）。
…
…
ま
ず
、
当
の
犯
罪
行
為
に
つ
い
て
行
為
者
の
人
格
態
度
を
取
り
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

…
…
た
だ
、
意
思
責
任
と
い
う
観
念
は
、
故
意
に
つ
い
て
は
あ
て
は
ま
る
が
、
過
失
に
つ
い
て
は
不
適
当
で
あ
る
。
行
為
に
お
け
る
意
思

と
い
う
よ
り
も
、
行
為
に
お
け
る
人
格
態
度
を
問
題
と
す
る
べ
き
で
あ
る
（
239
）⽜。

人
格
責
任
論
は
、
次
い
で
、
犯
罪
行
為
の
背
後
に
あ
る
行
為
者
の
潜
在
的
な
人
格
体
系
を
取
り
上
げ
、
行
為
責
任
が
第
一
次
的
に
、
人

格
責
任
が
第
二
次
的
に
考
慮
さ
れ
な
が
ら
、究
極
的
に
は
、合
一
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
論
ず
る
。⽛
か
よ
う
な
背
後
に
あ
る
人
格
も
、素
質
・

環
境
に
よ
る
重
大
な
制
約
を
受
け
な
が
ら
、
主
体
的
に
形
成
さ
れ
て
来
た
も
の
で
あ
る
。
…
…
だ
か
ら
、
…
…
行
為
者
が
性
格
学
的
な
人

格
に
対
し
て
主
体
的
に
な
に
か
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
範
囲
で
、
人
格
形
成
に
お
け
る
人
格
態
度
に
対
し
て
行
為
者
に
非
難
を
加
え
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
反
面
か
ら
い
え
ば
、
素
質
・
環
境
が
人
格
形
成
を
必
然
的
に
制
約
す
る
面
に
お
い
て
は
、
非
難
を
軽
減
・
排
除

す
る
方
向
に
働
く
。
要
す
る
に
、
人
格
形
成
の
過
程
は
、
非
難
し
た
が
っ
て
責
任
を
基
礎
づ
け
強
め
る
プ
ラ
ス
の
方
向
に
向
っ
て
も
、
こ

れ
を
排
除
し
弱
め
る
マ
イ
ナ
ス
の
方
向
に
向
っ
て
も
、
意
味
を
も
つ
…
…
単
な
る
行
為
責
任
論
は
、
行
為
環
境
以
上
に
根
強
く
人
間
を
支

配
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
人
格
環
境
―
そ
の
も
と
で
成
育
し
て
き
た
環
境
―
に
対
し
て
眼
を
閉
じ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
責
任
論
か
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ら
社
会
性
を
締
め
出
す
も
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
行
為
責
任
の
背
後
に
、
さ
ら
に
人
格
形
成
の
責
任
を
み
と
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
（
240
）⽜。

刑
罰
は
犯
罪
に
対
す
る
非
難
と
し
て
加
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
本
質
的
に
軌
範
的
・
倫
理
的
な
も
の
で
あ
る
。
犯
罪
に
対
す
る
非

難
と
し
て
加
え
ら
れ
る
と
い
う
意
味
で
、
刑
罰
は
応
報
で
あ
る
が
、⽛
し
か
し
、
ま
た
、
刑
罰
は
犯
罪
の
規
範
的
な
意
味
を
あ
き
ら
か
に
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
一
般
人
お
よ
び
行
為
者
本
人
の
規
範
意
識
を
覚
醒
・
強
化
す
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
刑
の
一
般
予
防
的
お
よ
び

特
別
予
防
的
作
用
を
み
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
241
）⽜。

人
格
責
任
論
は
ご
く
少
数
の
支
持
者
し
か
見
出
せ
な
か
っ
た
。
そ
の
一
人
に
大
塚
仁
（
＊
一
九
二
三
）
が
い
る
。
大
塚
に
よ
る
と
、⽛
責

任
の
観
念
が
、犯
罪
行
為
に
つ
い
て
、そ
の
行
為
者
を
非
難
し
う
る
こ
と
と
解
さ
れ
る
以
上
、道
義
的
責
任
論
に
は
、正
し
い
核
心
が
あ
る
（
242
）⽜

が
、
従
前
の
道
義
的
責
任
論
が
、
完
全
な
自
由
意
思
論
を
理
論
的
基
盤
と
し
た
こ
と
は
失
当
で
あ
り
、
又
、
個
人
倫
理
的
立
場
に
お
い
て

責
任
を
理
解
し
て
い
た
点
に
も
問
題
が
あ
る
。⽛
刑
法
に
お
け
る
責
任
は
、
単
な
る
個
人
倫
理
を
超
え
た
社
会
倫
理
的
観
点
に
お
い
て
論

定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
相
対
的
自
由
の
観
念
を
根
底
に
お
き
つ
つ
、
自
由
の
範
囲
内
に
あ
る
行
為
に
つ
い
て
、

社
会
倫
理
的
観
点
か
ら
そ
の
行
為
者
に
加
え
ら
れ
る
道
義
的
非
難
が
責
任
で
あ
る
と
解
す
る
、
修
正
さ
れ
た
道
義
的
責
任
論
が
妥
当
で

あ
る
（
243
）⽜。
大
塚
は
、
行
為
責
任
論
に
お
い
て
は
、
責
任
の
基
礎
は
明
瞭
で
あ
る
が
、
責
任
を
帰
せ
ら
れ
る
主
体
と
し
て
の
行
為
者
の
も
つ
意

味
が
勘
案
さ
れ
て
い
な
い
憾
み
が
あ
り
、
性
格
責
任
論
に
は
、
行
為
者
の
性
格
そ
の
も
の
を
直
視
す
る
結
果
、
行
為
者
の
主
体
性
を
考
慮

せ
ず
、
責
任
に
お
け
る
非
難
の
意
味
を
排
斥
す
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
と
論
じ
た
上
で
、
両
者
の
止
揚
を
目
指
す
人
格
責
任
論
を
支
持
す

る
が
、
人
格
形
成
に
つ
い
て
は
責
任
の
程
度
を
判
断
す
る
段
階
で
考
慮
さ
れ
る
べ
き
だ
と
論
ず
る
。⽛
個
別
行
為
に
つ
い
て
の
行
為
者
の
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人
格
態
度
を
理
解
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
行
為
者
の
過
去
か
ら
の
人
格
形
成
が
問
題
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。

そ
し
て
、
素
質
と
環
境
と
に
よ
っ
て
人
格
形
成
が
制
約
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
行
為
者
の
人
格
に
対
す
る
非
難
は
軽
減
さ
れ
、
逆
に
、

人
格
形
成
に
つ
い
て
素
質
と
環
境
と
の
影
響
の
少
な
い
領
域
で
は
、
人
格
へ
の
非
難
は
重
く
な
る
と
い
え
よ
う
。
だ
が
、
刑
法
の
責
任
論

に
お
い
て
は
、
こ
の
点
は
、
責
任
の
存
否
を
決
す
べ
き
面
に
お
い
て
問
題
と
さ
れ
る
の
で
な
く
、
責
任
の
存
在
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た

後
に
、
責
任
の
程
度
を
判
断
す
る
段
階
に
お
い
て
顧
慮
さ
れ
る
べ
き
こ
と
が
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
責
任
の
存
否
を
論
ず
る
段
階
で
は
、

行
為
者
の
人
格
態
度
を
背
景
と
し
つ
つ
、そ
の
主
体
的
現
実
化
と
し
て
の
個
別
的
行
為
が
考
え
ら
れ
れ
ば
足
り
る
（
244
）⽜。
大
塚
に
よ
れ
ば
、⽛
刑

罰
に
お
け
る
応
報
的
原
理
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。⽛
刑
罰
は
、
犯
罪
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
た
国
法
秩
序
を
回
復
す
る
た
め
に
、
国

家
に
よ
り
犯
人
に
加
え
ら
れ
る
法
的
反
動
で
あ
り
、
犯
罪
と
い
う
悪
に
対
す
る
も
の
と
し
て
、
そ
の
性
質
に
お
い
て
、
害
悪
で
あ
り
、
か

つ
、
苦
痛
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
⽜。
こ
の
絶
対
主
義
的
基
幹
に
相
対
主
義
的
基
幹
（
有
用
性
、
合
目
的
性
）
が
備
え
ら

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
刑
罰
の
目
的
は
一
般
予
防
と
特
別
予
防
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
刑
罰
の
本
質
は
、
併
合
主
義
の

立
場
に
お
い
て
理
解
さ
れ
る
（
245
）。

人
格
責
任
論
の
支
持
が
広
が
ら
な
か
っ
た
の
に
は
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
る
。
こ
の
い
わ
ゆ
る
や
わ
ら
か
な
非
決
定
論
に
よ
れ
ば
、
累

犯
者
が
重
く
処
罰
さ
れ
る
た
め
に
は
、
他
行
為
可
能
性
が
ど
こ
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
人
格
責
任
論
は
生
活
歴
に
お
け
る

人
格
の
形
成
に
責
任
を
前
倒
し
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
も
は
や
非
決
定
論
的
行
為
責

任
論
に
と
り
決
定
的
に
重
要
な
所
為
に
対
す
る
責
任
で
は
な
く
、最
終
的
に
は
所
為
に
繋
が
っ
た
行
状
に
対
す
る
責
任
で
あ
る
。
非
難
は
、

行
為
の
瞬
間
か
ら
、
行
為
者
が
、
重
大
な
瞬
間
に
誘
惑
に
打
ち
勝
つ
た
め
の
生
活
様
式
を
適
時
に
身
に
着
け
な
か
っ
た
と
い
う
懈
怠
に
前

倒
し
さ
れ
る
。
そ
う
な
る
と
、
刑
法
は
法
治
国
の
観
点
か
ら
設
定
さ
れ
た
枠
を
は
み
出
し
て
し
ま
う
。
な
ぜ
な
ら
、
行
為
者
は
、
刑
罰
を
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も
っ
て
し
て
は
警
告
さ
れ
え
な
い
生
活
態
度
全
般
に
責
任
を
負
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
（
法
律
な
け
れ
ば
犯
罪
な
し
）。
累

犯
処
罰
（
刑
法
第
五
六
条
以
下
）
で
は
、
以
前
の
行
為
が
累
積
し
て
再
度
非
難
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
一
事
不
再
理
の
原
則
に
衝
突
す
る
。

加
え
て
、
性
格
形
成
は
実
に
様
々
な
要
因
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
、
ど
の
程
度
、
行
為
者
が
間
違
っ

た
生
活
態
度
に
実
際
に
手
を
打
つ
こ
と
が
で
き
る
の
か
否
か
、
ど
の
程
度
、
行
為
者
は
他
人
の
せ
い
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
否
か
に

つ
い
て
、
信
頼
で
き
る
判
断
は
下
せ
な
い
。
人
格
形
成
の
経
験
科
学
的
証
明
は
ほ
と
ん
ど
で
き
な
い
。
そ
れ
故
、
行
状
の
個
人
道
義
的
非

難
は
実
践
的
理
由
か
ら
十
分
な
解
明
は
で
き
な
い
。

C

個
別
行
為
責
任
論

a

福
田
説

日
本
に
お
け
る
目
的
的
行
為
論
の
主
要
な
論
者
で
あ
る
福
田
平
は
、
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
説
を
基
礎
に
し
て
次
の
よ
う
に

論
ず
る
。
因
果
的
決
定
と
意
味
的
決
定
（
価
値
的
決
定
）
と
い
う
二
つ
の
層
の
決
定
形
式
が
あ
り
、
人
の
行
為
は
、
因
果
的
決
定
に
服
し
、

こ
の
因
果
の
法
則
は
変
更
さ
れ
え
な
い
が
、
し
か
し
、
人
は
、
因
果
的
決
定
を
基
礎
と
し
つ
つ
、
こ
の
盲
目
的
な
意
味
と
無
関
係
な
因
果

の
法
則
を
意
味
に
か
な
っ
た
方
向
に
統
制
し
う
る
。⽛
こ
の
よ
う
に
、
因
果
の
法
則
を
意
味
と
価
値
と
に
し
た
が
っ
て
統
制
し
う
る
能
力

を
意
思
の
自
由
と
い
う
な
ら
ば
、
意
思
は
自
由
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
意
思
が
無
原
因
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
は
な

く
、意
思
は
意
味（
価
値
）に
決
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、こ
の
意
味
で
は
、意
思
は
決
定
さ
れ
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
（
246
）⽜。
し
た
が
っ

て
、
絶
対
的
自
由
意
思
論
を
前
提
と
す
る
古
典
派
の
⽛
道
義
的
⽜
責
任
論
も
宿
命
論
的
決
定
論
を
前
提
と
す
る
⽛
社
会
的
責
任
論
⽜
も
過

去
の
も
の
で
あ
る
。
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福
田
は
、
人
格
責
任
論
に
対
し
て
、
人
格
形
成
の
過
程
が
複
雑
で
、
有
責
な
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
と
を
区
別
す
る
こ
と
が
ほ
と
ん

ど
不
可
能
に
近
い
の
で
、
人
格
形
成
に
ま
で
責
任
を
問
う
こ
と
は
疑
問
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
責
任
の
基
礎
を
主
観
＝
客
観
の

全
体
構
造
を
も
つ
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
た
犯
罪
行
為
に
求
め
る
。⽛
責
任
は
、
犯
罪
行
為
に
つ
い
て
、
行
為
者
人
格
を
非
難
す
る
も
の
で

あ
り
、
そ
こ
で
は
、
行
為
者
の
人
格
形
成
ま
で
を
問
題
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
行
為
当
時
の
人
格
を
、
行
為
の
背
景
と
し
て
考
慮
す
べ

き
も
の
で
あ
る
（
247
）⽜。
責
任
非
難
は
、
構
成
要
件
該
当
の
違
法
な
行
態
を
な
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
行
為
者
に
対
し
て
加
え
ら
れ
る
無
価
値
判

断
で
あ
る
か
ら
、
責
任
は
、
当
然
、
軌
範
的
な
意
味
を
も
つ
。
規
範
的
責
任
論
か
ら
す
る
と
、
義
務
に
違
反
し
た
意
思
が
あ
れ
ば
そ
れ
だ

け
で
責
任
非
難
が
基
礎
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。⽛
具
体
的
事
情
の
も
と
で
、
適
法
行
為
の
決
意
を
期
待
す
る
こ
と
が
可
能

で
あ
る
の
に
、
そ
れ
を
し
な
か
っ
た
ば
あ
い
に
、
責
任
非
難
が
な
さ
れ
る
…
…
こ
の
具
体
的
事
情
の
も
と
で
行
為
者
に
適
法
行
為
に
出
る

こ
と
が
期
待
で
き
る
こ
と
、
こ
れ
が
、
い
わ
ゆ
る
期
待
可
能
性
（
Zum
utbarkeit）
で
あ
る
。
こ
の
期
待
可
能
性
は
、
規
範
的
責
任
論
の

立
場
か
ら
は
、
責
任
の
限
界
を
決
定
す
る
規
範
的
要
素
で
あ
る
（
248
）⽜。
福
田
は
、
期
待
可
能
性
判
断
の
標
準
と
し
て
、
平
均
人
標
準
説
を
支
持

す
る
。
期
待
可
能
性
は
、
期
待
す
る
主
体
と
期
待
さ
れ
る
主
体
と
の
緊
張
関
係
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
行
為
者
に
と
っ
て
期

待
が
可
能
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
に
当
っ
て
、
期
待
す
る
主
体
の
期
待
の
強
弱
が
意
味
を
も
つ
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
が
、
期
待
可
能
性

の
有
無
を
判
断
す
る
資
料
は
、
こ
う
し
た
期
待
の
強
弱
を
も
考
慮
に
入
れ
ら
れ
た
期
待
さ
れ
る
者
の
主
観
的
・
客
観
的
事
情
で
あ
る
と
い

う
の
が
そ
の
理
由
で
あ
る
（
249
）。
福
田
は
、
従
来
の
規
範
的
責
任
論
が
、
違
法
性
の
意
識
を
行
為
の
要
素
と
し
て
理
解
し
、
故
意
の
要
素
と
し

て
、
事
実
の
認
識
・
認
容
と
違
法
の
認
識
な
い
し
そ
の
可
能
性
を
あ
げ
て
い
る
の
は
、⽛
故
意
過
失
は
責
任
の
種
類
で
あ
る
⽜
と
い
う
伝
来

的
命
題
に
拘
泥
し
た
あ
ま
り
、
心
理
的
活
動
形
式
と
し
て
の
故
意
と
違
法
性
の
意
識
と
の
差
異
を
認
識
し
て
お
ら
ず
、
不
徹
底
で
あ
る
と

し
て
、
目
的
的
行
為
論
の
責
任
論
に
し
た
が
い
、
違
法
性
の
意
識
の
可
能
性
は
、
故
意
・
過
失
と
は
別
個
の
責
任
要
素
と
し
て
把
握
さ
れ

る
べ
き
だ
と
論
ず
る
。
こ
う
し
た
構
造
を
も
つ
責
任
で
は
、
責
任
能
力
、
心
理
的
責
任
要
素
と
し
て
の
故
意
・
過
失
、
違
法
性
の
意
識
の
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可
能
性
、
期
待
可
能
性
が
問
題
と
な
る
（
250
）。

福
田
は
、
刑
罰
は
犯
罪
に
対
す
る
反
動
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
応
報
的
性
格
を
有
す
る
が
、
し
か
し
、
単
な
る
応
報
に
尽
き
る
の
で
な

く
、
犯
罪
人
を
改
善
し
社
会
に
復
帰
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
と
と
も
に
、
犯
人
以
外
の
一
般
人
に
対
し
て
は
、
そ
の
規
範
意
識
を
覚

醒
さ
せ
て
、
犯
罪
に
陥
ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
と
論
ず
る
（
251
）。

b

西
原
説

西
原
春
夫
（
＊
一
九
二
八
）
は
、
先
ず
、
違
法
性
と
有
責
性
の
区
別
は
一
般
人
の
能
力
を
前
提
と
す
る
当
為
と
個
々

人
の
特
殊
な
規
範
遵
守
の
可
能
性
と
の
区
別
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
責
任
と
は
、
違
法
行
為
を
為
し
た
こ
と
に
つ
い
て
の
社
会
倫
理
的
非

難
で
あ
る
と
論
ず
る
（
252
）。
次
い
で
、
西
原
は
、
非
難
と
い
う
の
は
意
思
の
非
決
定
性
を
前
提
と
す
る
人
間
像
を
基
礎
と
す
る
こ
と
、
但
し
、

意
思
の
決
定
・
非
決
定
性
を
実
在
の
世
界
に
お
け
る
問
題
と
し
て
争
う
べ
き
事
柄
と
し
て
で
は
な
く
、
規
範
の
世
界
に
お
け
る
問
題
と
し

て
、
い
わ
ば
⽛
仮
説
⽜
と
し
て
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
。⽛
刑
法
の
世
界
に
お
い
て
事
を
論
じ
た
場
合
、
意
思
の
非
決
定
性

が
結
論
と
し
て
導
か
れ
て
く
る
。
刑
法
上
の
規
範
は
人
間
に
対
し
そ
の
規
範
に
し
た
が
っ
て
行
動
せ
よ
と
命
令
し
、
か
つ
こ
れ
を
期
待
す

る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
違
反
に
対
し
刑
罰
を
科
し
う
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
、
当
然
に
、
人
間
が
特
別
の
事
情
の
な
い
か
ぎ
り
そ
の

規
範
に
し
た
が
っ
て
意
思
決
定
し
う
る
能
力
を
持
つ
こ
と
を
前
提
と
す
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
は
、
特
別
の
事
情
の
な
い
か
ぎ
り
、

悪
し
き
行
為
動
機
に
対
し
て
良
き
行
為
動
機
を
対
立
さ
せ
、そ
れ
を
抑
制
・
克
服
し
う
る
能
力
を
持
つ
こ
と
を
前
提
と
す
る
わ
け
で
あ
る
（
253
）⽜。

西
原
は
、
素
質
・
環
境
と
意
思
決
定
の
関
係
に
つ
い
て
、
精
神
病
者
の
行
動
の
よ
う
に
、
素
質
的
環
境
的
要
因
が
意
思
決
定
な
い
し
行
動

に
対
し
必
然
的
拘
束
的
な
影
響
を
持
っ
た
こ
と
が
立
証
さ
れ
た
場
合
に
は
自
由
意
思
は
考
え
ら
れ
ず
、
他
行
為
可
能
性
は
な
い
が
、
か
か

る
影
響
が
立
証
さ
れ
な
い
場
合
、
意
思
の
自
由
を
想
定
し
、
非
難
の
余
地
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
素
質
的
環
境
的
要
因
の
影
響
の
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度
合
い
に
応
じ
て
、
他
行
為
可
能
性
の
余
地
が
伸
縮
し
、
し
た
が
っ
て
、
責
任
の
量
が
決
ま
る
と
論
ず
る
（
254
）。
期
待
可
能
性
の
標
準
に
つ
い

て
は
、
平
均
人
標
準
説
が
採
ら
れ
る
。
期
待
可
能
性
が
特
徴
を
も
つ
の
は
、
行
為
者
の
お
か
れ
た
特
殊
な
行
為
環
境
を
考
慮
す
る
と
い
う

点
ま
で
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
に
行
為
者
の
特
殊
の
能
力
ま
で
を
責
任
能
力
以
外
に
顧
慮
す
る
こ
と
は
適
切
で
な
い
と
い
う
の
が
そ
の
理

由
で
あ
る
（
255
）。

西
原
は
、
刑
罰
は
責
任
に
あ
ら
わ
さ
れ
た
規
範
的
非
難
の
実
現
で
あ
り
、
こ
の
規
範
的
応
報
は
復
讐
の
意
味
で
は
な
く
、
単
な
る
反
作

用
だ
と
解
す
る
。
刑
罰
が
社
会
生
活
の
現
実
の
中
で
営
む
機
能
に
、
報
復
感
情
宥
和
機
能
（
被
害
者
ま
た
は
そ
の
家
族
、
社
会
一
般
の
報

復
感
情
を
和
ら
げ
、
満
足
さ
せ
る
と
い
う
機
能
）、
保
安
的
機
能
（
新
た
な
犯
罪
を
犯
す
お
そ
れ
の
あ
る
受
刑
者
を
社
会
か
ら
隔
離
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
社
会
の
安
全
を
保
障
す
る
機
能
）、贖
罪
的
機
能（
犯
罪
者
が
罪
を
犯
し
た
と
い
う
羞
恥
心
を
解
消
し
、犯
罪
を
犯
す
に
い
た
っ

た
過
去
の
自
己
か
ら
脱
却
す
る
機
能
）
及
び
予
防
的
機
能
（
一
般
人
に
働
き
か
け
、
こ
れ
を
威
嚇
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
犯
罪
を
防
止
す
る

機
能
と
犯
人
自
身
に
働
き
か
け
、
新
た
な
犯
罪
を
犯
さ
せ
な
い
よ
う
に
す
る
機
能
）
の
四
種
が
あ
る
（
256
）。

c

大
谷
説

西
原
説
と
類
似
の
見
解
を
展
開
す
る
の
が
相
対
的
意
思
自
由
論
に
責
任
の
基
礎
を
求
め
る
大
谷
實
（
＊
一
九
三
四
）

で
あ
る
。
大
谷
は
、
人
間
の
意
思
は
素
質
と
環
境
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
な
が
ら
、
自
ら
自
由
に
決
定
し
う
る
能
力
を
有
す
る
と
い
う
相
対

的
意
思
自
由
論
を
出
立
点
と
す
る
（
257
）。
素
質
と
環
境
の
制
約
を
受
け
な
が
ら
主
体
的
に
惹
起
し
た
行
為
に
つ
い
て
道
義
的
な
非
難
が
加
え
ら

れ
る
（
道
義
的
責
任
論
（
258
））。
大
谷
は
、
行
為
主
義
に
立
脚
す
る
以
上
、
行
為
責
任
論
が
基
本
的
に
妥
当
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
、
行
為
に
犯

罪
の
現
実
的
意
義
を
認
め
る
性
格
論
的
責
任
論
及
び
人
格
責
任
論
を
支
持
す
る
。
し
か
し
、
性
格
論
的
責
任
論
は
、
個
々
の
犯
罪
の
原
因

が
性
格
に
あ
る
と
き
責
任
が
あ
る
と
解
す
る
点
で
、
道
義
的
責
任
論
の
立
場
と
は
相
容
れ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
人
格
責
任
論
は
、
人
格
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形
成
の
過
程
に
ま
で
遡
る
の
で
あ
る
が
、
有
責
に
形
成
さ
れ
た
人
格
と
そ
う
で
な
い
も
の
と
を
区
別
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
し
、
行
為

の
基
礎
と
な
っ
た
潜
在
的
人
格
に
ま
で
法
的
評
価
を
加
え
る
点
で
、
個
人
生
活
へ
の
不
当
な
介
入
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
で
支
持
で
き
な
い
。

⽛
こ
の
よ
う
に
し
て
、
刑
法
上
の
責
任
は
、
個
別
行
為
責
任
論
ま
た
は
意
思
責
任
論
を
基
礎
と
す
べ
き
で
あ
る
が
、
個
々
の
行
為
な
い
し
意

思
は
、
具
体
的
な
行
為
者
の
人
格
ま
た
は
性
格
に
よ
っ
て
相
対
的
に
決
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
人
格
ま
た
は
性
格
は
、
行
為
当

時
の
意
思
の
自
由
な
い
し
主
体
性
を
判
断
す
る
た
め
の
要
素
と
し
て
責
任
論
上
の
意
義
を
有
す
る
（
259
）⽜。
道
義
的
責
任
論
の
観
点
か
ら
は
、

⽛
法
の
命
令
に
従
っ
て
意
思
決
定
を
な
し
う
る
者
が
、
法
規
範
の
国
民
に
対
す
る
期
待
に
反
し
て
違
法
行
為
を
決
意
し
た
場
合
に
の
み
責

任
非
難
が
可
能
で
あ
る
か
ら
、
責
任
を
決
定
づ
け
る
も
の
は
、
責
任
能
力
、
故
意
・
過
失
以
外
の
要
素
、
す
な
わ
ち
期
待
可
能
性
と
い
う

規
範
的
要
素
で
あ
る
規
範
的
責
任
論
が
妥
当
で
あ
る
（
260
）⽜。
期
待
可
能
性
判
断
の
標
準
に
つ
い
て
は
、
行
為
の
当
時
に
お
け
る
具
体
的
事
情

の
も
と
で
、
行
為
者
に
適
法
行
為
を
な
し
う
る
可
能
性
が
あ
っ
た
か
否
か
を
標
準
と
す
る
行
為
者
標
準
説
が
妥
当
で
あ
る
（
261
）。

大
谷
説
に
よ
れ
ば
、
刑
罰
は
犯
罪
に
対
す
る
応
報
で
あ
る
こ
と
を
本
質
と
し
、
苦
痛
・
害
悪
を
そ
の
内
容
と
す
る
。
こ
れ
は
、⽛
平
均
的

な
国
民
の
道
徳
的
確
信
な
い
し
規
範
意
識
⽜
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
刑
罰
は
そ
れ
自
体
と
し
て
存
在
理
由
を
有
す
る
も
の
で
な
く
、

そ
の
目
的
は
法
益
保
護
に
よ
る
社
会
秩
序
の
維
持
に
あ
る
。
応
報
原
理
に
立
脚
し
た
刑
罰
で
あ
っ
て
初
め
て
一
般
予
防
、
特
別
予
防
の
効

果
が
生
ず
る
。
刑
罰
に
付
随
す
る
機
能
に
、
報
復
機
能
（
犯
人
に
非
難
を
加
え
苦
痛
を
科
す
こ
と
に
よ
っ
て
社
会
の
応
報
感
情
を
満
足
さ

せ
、
一
般
の
人
々
の
公
憤
を
鎮
静
し
、
被
害
者
の
報
復
感
情
を
満
足
さ
せ
る
）、
一
般
予
防
機
能
（
刑
罰
の
威
嚇
作
用
に
よ
っ
て
一
般
人
に

対
し
心
理
的
に
は
た
ら
き
か
け
、
犯
罪
抑
止
を
量
る
一
般
予
防
機
能
）、
及
び
、
特
別
予
防
機
能
（
犯
罪
者
を
矯
正
し
再
犯
を
防
止
す
る
特

別
予
防
機
能
）
が
あ
る
（
262
）。

北研 51 (2・15) 189

責 任 ⑷



d

内
田
説
⽛
や
わ
ら
か
な
決
定
論
⽜
か
ら
出
立
す
る
の
が
内
田
文
昭
（
＊
一
九
三
二
）
で
あ
る
。
犯
罪
を
原
因
・
結
果
の
必
然
的

産
物
と
み
る
、
つ
ま
り
、
人
間
の
行
動
を
原
因
・
結
果
の
自
然
科
学
的
因
果
律
に
よ
っ
て
の
み
決
定
さ
れ
る
と
説
く
決
定
論
も
、
無
原
因

の
、
そ
れ
自
体
に
お
い
て
完
全
に
他
か
ら
独
立
し
た
⽛
自
由
意
思
⽜
の
存
在
を
説
く
非
決
定
論
も
斥
け
ら
れ
る
。
い
ず
れ
の
立
場
も
刑
法

上
の
責
任
非
難
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
人
間
が
素
質
・
環
境
な
ど
に
よ
る
制
約
、
教
育
・
刑
罰
な
ど
に
よ
る
刺
激
（
原
因
づ

け
）
を
受
け
な
が
ら
も
、
他
の
動
物
と
は
違
っ
た
⽛
行
動
の
自
由
⽜・⽛
選
択
の
幅
⽜
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
、
こ
れ
を
説
明
す
る
の

が
⽛
人
間
の
意
思
⽜
で
あ
る
。⽛
因
果
律
が
支
配
す
る
経
験
的
世
界
の
、⽝
さ
さ
や
か
な
意
思
の
自
由
⽞
は
、
こ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
⽜（
や
わ
ら
か
な
決
定
論
）。⽛⽝
や
わ
ら
か
な
決
定
論
⽞
の
も
と
で
は
、
行
為
者
の
犯
罪
行
為
は
⽝
必
然
の
産
物
⽞
だ
っ
た
と
し
て

も
、
な
お
⽝
責
任
非
難
⽞
は
可
能
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
の
実
態
に
関
す
る
わ
れ
わ
れ
の
経
験
上
、
他
の
平
均
的
な
人
間
は
、
当
該

行
為
者
が
お
か
れ
て
い
た
と
全
く
同
じ
状
況
下
に
あ
っ
て
も
、
お
そ
ら
く
別
の
行
為
に
で
た
に
違
い
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
そ
の

行
為
者
も
お
そ
ら
く
別
の
意
思
・
行
為
に
で
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
ろ
う
、
と
い
う
⽝
非
難
⽞
で
あ
る
（
263
）⽜。
但
し
、
刑
法
上
の
責
任
論
は
、

行
為
者
に
対
し
て
責
任
を
求
め
る
議
論
で
は
あ
る
が
、
行
為
⽛
者
⽜
そ
の
も
の
に
非
難
を
加
え
る
の
で
は
な
し
に
、
個
々
的
な
犯
罪
（
行

為
）
を
生
み
出
し
た
⽛
意
思
⽜
に
対
し
て
法
的
非
難
を
加
え
る
も
の
と
し
て
、⽛
意
思
責
任
論
⽜
で
あ
り
、⽛
行
為
責
任
論
⽜
で
あ
る
（
264
）。
期

待
可
能
性
判
断
の
標
準
に
つ
い
て
は
、
緊
急
避
難
な
ど
の
違
法
阻
却
事
由
に
解
消
さ
れ
う
る
⽛
期
待
不
可
能
性
⽜
を
判
断
す
る
基
準
は
平

均
人
の
可
能
性
（
平
均
人
標
準
説
）
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
責
任
阻
却
事
由
と
し
て
の
⽛
期
待
不
可
能
性
⽜
を
判
断
す
る
基
準
は
、
行
為

者
個
人
の
可
能
性
で
あ
る
（
行
為
者
標
準
説
（
265
））。

内
田
は
、
刑
罰
の
意
味
を
、
応
報
と
一
般
予
防
・
特
別
予
防
の
統
合
と
し
て
捉
え
る
が
、
そ
の
う
ち
で
も
、
い
わ
ゆ
る
適
正
な
応
報
に

よ
る
一
般
予
防
の
面
を
強
調
す
る
べ
き
だ
と
す
る
。⽛
適
正
な
応
報
⽜
と
は
、
行
為
者
の
法
的
責
任
に
よ
っ
て
修
正
さ
れ
た
応
報
を
意
味
す
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る
。
し
か
も
、
行
為
者
の
責
任
は
、
刑
罰
の
量
を
低
減
さ
せ
る
方
向
で
機
能
す
る
（
266
）。

e

内
藤
説

法
政
策
的
観
点
か
ら
相
対
的
非
決
定
論
の
立
場
を
採
る
内
藤
謙
（
＊
一
九
二
三
）
は
（
267
）、
自
由
意
思
の
存
否
（
存
在
論
）

に
つ
い
て
は
、
人
間
の
意
思
決
定
と
そ
れ
に
よ
る
行
為
に
は
、
素
質
と
環
境
に
よ
っ
て
因
果
的
に
決
定
さ
れ
た
多
く
の
制
約
の
な
か
で
、

な
お
選
択
可
能
性
と
し
て
の
自
由
が
あ
る
こ
と
を
認
め
る
と
い
う
方
向
に
傾
く
が
、
そ
の
存
在
の
完
全
な
証
明
は
で
き
な
い
の
で
、
認
識

論
と
し
て
は
⽛
不
可
知
論
⽜
に
も
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
る
も
の
の
、⽛
責
任
な
け
れ
ば
刑
罰
な
し
⽜
と
い
う
⽛
刑
罰
限
定
的
・
消
極
的
行

為
責
任
主
義
⽜
を
採
用
す
べ
き
規
範
と
実
践
の
世
界
で
は
、
刑
法
を
保
安
処
分
法
に
解
消
さ
せ
る
べ
き
で
な
い
の
で
、
素
質
と
環
境
に
よ

る
制
約
を
受
け
つ
つ
も
自
由
意
思
を
肯
定
す
る
相
対
的
非
決
定
論
を
と
る
べ
き
で
あ
る
と
論
ず
る
（
268
）。
但
し
、⽛⽝
自
由
意
思
⽞
は
、
選
択
可

能
性
、
他
行
為
可
能
性
が
あ
る
か
ら
、
非
難
可
能
性
が
あ
り
処
罰
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
処
罰
の
正
当
化
根
拠
（
道
義
的
責
任
と
道

義
的
応
報
刑
論
に
よ
る
刑
罰
の
正
当
化
根
拠
）
と
し
て
で
は
な
く
、
選
択
可
能
性
、
他
行
為
可
能
性
が
な
い
（
あ
る
い
は
そ
の
可
能
性
が

減
少
し
て
い
る
か
ら
）
責
任
を
阻
却
（
あ
る
い
は
軽
減
）
す
る
と
い
う
場
面
に
お
い
て
意
味
を
も
っ
て
い
る
と
解
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う

か
。⽝
刑
罰
限
定
的
・
消
極
的
行
為
責
任
主
義
⽞
と
は
、
そ
の
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
（
269
）⽜。
責
任
と
は
、⽛
過
去
の
違
法
行
為

（
法
益
侵
害
・
危
険
行
為
）
に
つ
い
て
の
法
的
非
難
可
能
性
で
あ
り
、
そ
の
非
難
可
能
性
は
、
他
行
為
可
能
性
と
し
て
の
行
為
選
択
の
⽝
自

由
⽞
を
前
提
と
す
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
他
行
為
可
能
性
が
な
く
、
因
果
法
則
に
よ
っ
て
完
全
に
決
定
さ
れ
つ
く
さ
れ
た
過
去
の
一

定
の
行
為
を
⽝
非
難
で
き
る
⽞
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
（
270
）⽜。
内
藤
は
、
期
待
可
能
性
判
断
の
標
準
に
つ
い
て
は
、
責
任
判

断
は
行
為
者
本
人
に
と
っ
て
可
能
な
こ
と
を
限
界
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
国
家
刑
罰
権
の
制
約
原
理
で
あ
る
責
任
主
義
の

要
請
に
最
も
よ
く
適
合
す
る
の
で
、
行
為
者
標
準
説
に
妥
当
な
核
心
が
あ
る
が
、
し
か
し
、
行
為
者
に
他
行
為
の
期
待
可
能
性
が
あ
っ
た

か
ど
う
か
は
完
全
に
は
認
識
で
き
な
い
の
で
、
最
小
限
に
類
型
化
し
た
人
間
（
行
為
者
本
人
の
属
す
る
類
型
人
）
を
標
準
と
し
て
判
断
す
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る
ほ
か
な
く
、
修
正
さ
れ
た
行
為
者
標
準
説
を
基
本
と
す
べ
き
だ
が
、
そ
の
際
、
類
型
的
行
為
事
情
標
準
説
を
併
せ
用
い
る
こ
と
が
必
要

だ
と
論
ず
る
（
271
）。

内
藤
に
よ
れ
ば
、
刑
罰
は
、
犯
罪
行
為
を
し
た
こ
と
を
前
提
条
件
と
し
、
そ
れ
に
対
す
る
反
作
用
と
し
て
科
せ
ら
れ
る
法
益
剥
奪
（
苦

痛
・
害
悪
）
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
⽛
応
報
⽜
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
⽛
応
報
⽜
は
経
験
的
事
実
な
い
し
存
在
の
問
題
で
あ
っ
て
、
そ

れ
に
よ
っ
て
刑
罰
を
根
拠
づ
け
る
こ
と
は
で
き
ず
、
刑
罰
は
、
犯
罪
防
止
に
よ
る
生
活
利
益
保
護
の
効
果
を
も
つ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
し
た
が
っ
て
、
犯
罪
防
止
の
た
め
の
⽛
一
般
予
防
⽜
効
果
と
⽛
特
別
予
防
⽜
効
果
が
重
要
な
意
味
を
も
つ
。
一
般
予
防
効
果
と
特

別
予
防
効
果
そ
れ
自
体
は
、
社
会
一
般
人
・
犯
罪
行
為
者
に
対
す
る
威
嚇
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
そ
の
規
範
意
識
に
は
た
ら
き
か
け
る
こ

と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
継
続
的
な
⽛
効
果
⽜
を
も
ち
う
る
。
そ
れ
で
も
、
こ
れ
ら
の
効
果
を
追
求
す
る
と
き
、
過
度
の
刑
罰
を
科
す
こ

と
に
な
る
危
険
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
刑
罰
は
行
為
責
任
を
⽛
前
提
条
件
⽜
と
し
、
ま
た
、
行
為
責
任
を
⽛
限
界
⽜
と
し
て
そ
の
限
度

を
超
え
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
刑
罰
限
定
的
・
消
極
的
行
為
責
任
主
義
の
原
則
を
確
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
272
）。

f

評
価

個
別
行
為
責
任
論
の
主
張
者
は
概
し
て
相
対
的
意
思
自
由
を
前
提
と
し
た
上
で
刑
罰
論
と
し
て
は
統
合
説
を
説
く
。
大

谷
説
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
刑
罰
の
本
質
が
応
報
に
あ
る
こ
と
、
そ
の
内
容
が
苦
痛
・
害
悪
に
あ
る
こ
と
、
そ
れ
で
も
、
刑
罰

は
専
ら
責
任
の
た
め
に
応
報
と
し
て
利
用
さ
れ
る
の
で
な
く
、
将
来
の
犯
罪
を
防
止
す
る
と
い
う
予
防
目
的
の
実
現
に
資
す
る
限
り
で
利

用
さ
れ
る
べ
き
だ
と
主
張
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
応
報
と
予
防
の
統
合
説
は
一
般
威
嚇
予
防
の
観
点
か
ら
応
報
へ
の
通
り
道
を
開
け
て
い

る
と
云
え
る
（
273
）。
し
か
し
、
応
報
と
一
般
威
嚇
予
防
は
効
果
と
い
う
点
で
一
致
す
る
と
し
て
も
、
思
考
様
式
は
全
く
別
物
で
あ
る
。
な
る
ほ

ど
、
ア
ー
ド
ル
フ
・
ヨ
ー
ゼ
フ
・
マ
テ
ウ
ス
・
メ
ル
ケ
ル
（
一
八
三
六
―
一
八
九
六
）
は
⽛
応
報
に
よ
る
予
防
⽜
と
い
う
こ
と
を
云
っ
た
。
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し
か
し
、
メ
ル
ケ
ル
は
決
定
論
の
信
奉
者
で
あ
り
、
そ
の
云
う
応
報
に
は
意
思
自
由
の
個
人
倫
理
的
意
味
を
ま
っ
た
く
も
た
せ
て
お
ら
ず
、

む
し
ろ
、
社
会
倫
理
的
責
任
概
念
の
基
礎
を
築
い
た
の
で
あ
る
。
メ
ル
ケ
ル
の
云
う
⽛
法
的
応
報
⽜
は
⽛
支
配
の
維
持
⽜
と
並
ん
で
、
社

会
心
理
学
的
意
味
、
つ
ま
り
、
人
々
の
間
に
支
配
的
な
倫
理
的
見
方
が
反
社
会
的
勢
力
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
た
こ
と
に
対
す
る
反
作
用
の

意
味
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
（
274
）。
ノ
ヴ
ァ
コ
フ
ス
キ
ー
は
、
刑
罰
目
的
と
し
て
の
応
報
は
非
決
定
論
的
責
任
観
か
ら
し
か
導
き
え
な
い
と

し
な
が
ら
、
形
而
上
学
的
応
報
欲
求
が
い
ま
だ
人
々
の
間
に
生
き
て
い
る
と
い
う
社
会
心
理
学
的
事
実
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
刑

罰
が
応
報
欲
求
と
し
て
現
れ
る
法
意
識
そ
れ
自
体
を
取
り
上
げ
ね
ば
な
ら
な
い
、
し
た
が
っ
て
、
刑
罰
は
な
る
ほ
ど
応
報
で
な
い
が
、
応

報
を
目
的
の
た
め
に
有
し
て
お
り
、
そ
れ
故
、⽛
応
報
は
一
般
予
防
の
手
段
と
な
る
⽜
と
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
（
275
）。
ブ
ル
ク
シ
ュ
タ
ラ
ー
も
、

応
報
の
個
人
倫
理
的
正
当
化
は
で
き
ず
、
し
た
が
っ
て
、
刑
罰
は
応
報
で
な
い
が
、
刑
罰
の
作
用
は
現
実
に
は
応
報
と
感
じ
ら
れ
る
の
で
、

⽛
一
般
の
人
々
の
応
報
欲
求
を
取
り
上
げ
、そ
の
は
け
口
を
作
る
こ
と
も
刑
罰
の
一
般
予
防
任
務
⽜に
属
す
る
こ
と
、そ
れ
故
、刑
罰
は⽛
特

別
の
構
造
を
も
つ
統
合
説
の
意
味
で
説
明
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
刑
罰
は
、
応
報
と
し
て
作
用
し
、
一
般
予
防
、
特
別
予
防

を
目
的
と
す
る
、
特
徴
の
は
っ
き
り
し
た
責
任
刑
⽜
で
あ
る
と
論
じ
た
（
276
）。

し
か
し
、
応
報
と
い
う
概
念
は
キ
リ
ス
ト
教
神
学
、
観
念
論
哲
学
に
お
い
て
伝
統
的
に
⽛
正
し
い
調
整
⽜
と
し
て
の
苦
痛
・
害
悪
賦
科

に
よ
る
報
復
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
て
、
社
会
心
理
学
的
な
価
値
意
識
の
修
復
と
い
う
意
味
で
は
用
い
ら
れ
て
こ
な

か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
応
報
を
こ
れ
以
外
の
意
味
で
使
用
す
る
こ
と
は
徒
に
混
乱
を
招
き
、
適
切
で
な
い
。
応
報
と
い
う
の
は
、
絶
対

的
意
味
で
あ
れ
相
対
的
意
味
で
あ
れ
、
非
決
定
論
を
前
提
と
す
る
責
任
解
釈
か
ら
し
か
導
か
れ
え
な
い
。
そ
し
て
、
応
報
が
意
味
を
も
つ

の
は
刑
罰
の
絶
対
的
正
当
化
に
し
か
あ
り
え
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
意
思
自
由
は
証
明
で
き
な
い
以
上
、
意
思
自
由
は
信
仰
の
対
象
に
す
ぎ

な
い
。
刑
⽛
法
⽜
に
お
け
る
責
任
は
意
思
自
由
を
前
提
と
す
る
個
人
道
義
的
非
難
と
は
無
縁
で
あ
る
べ
き
で
あ
り
、
法
的
責
任
と
捉
え
ら
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れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
又
、期
待
可
能
性
は
行
為
者
の
意
思
自
由
を
前
提
と
す
る
個
人
的
他
行
為
可
能
性
を
意
味
し
な
い
。

他
者
だ
っ
た
ら
他
の
行
為
を
し
た
か
否
か
だ
け
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
法
的
責
任
か
ら
応
報
を
導
出
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
応
報

の
本
質
は
苦
痛
・
害
悪
を
加
え
る
こ
と
に
あ
る
が
、
し
か
し
、
行
為
者
が
法
責
任
を
負
う
こ
と
の
意
味
は
、
犯
罪
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
た

法
価
値
が
無
視
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
つ
き
、
行
為
者
自
身
と
法
共
同
体
が
再
確
認
す
る
こ
と
の
必
要
性
に
あ
る
。
法
的
価
値
の
認

識
と
確
認
と
い
う
の
は
人
々
の
応
報
欲
求
の
満
足
と
は
ま
っ
た
く
別
物
で
あ
る
。

法
的
責
任
概
念
の
本
質
は
社
会
倫
理
的
非
難
に
あ
り
、
苦
痛
・
害
悪
を
加
え
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
刑
罰
は
構
成
要
件
該
当
行

為
、
不
法
及
び
法
的
責
任
と
関
係
し
、
意
思
自
由
を
基
礎
と
す
る
個
人
倫
理
と
は
関
係
が
な
い
。
苦
痛
・
害
悪
は
予
防
の
目
的
と
関
係
し
、

予
防
の
刑
罰
目
的
は
意
思
自
由
と
は
関
係
な
く
追
求
さ
れ
う
る
。
応
報
は
完
全
に
排
除
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
被
害
者
の
報
復
（
宥
和
）

⽛
感
情
⽜
の
満
足
と
い
う
も
の
が
刑
罰
を
正
当
化
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
な
る
ほ
ど
、
刑
罰
は
、
社
会
心
理
学
的
に
は
、
被
害
者
の
報
復

（
宥
和
）⽛
感
情
⽜
を
満
足
さ
せ
う
る
が
、
こ
の
社
会
心
理
学
的
事
実
は
刑
を
科
す
る
こ
と
の
反
射
に
す
ぎ
ず
、
反
射
を
作
る
こ
と
は
刑
の

目
的
で
な
い
。
こ
の
よ
う
な
感
情
を
満
足
さ
せ
る
機
能
を
通
し
て
、
い
わ
ば
裏
門
か
ら
法
的
責
任
と
何
ら
か
か
わ
り
の
な
い
応
報
刑
が
入

り
込
む
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
（
277
）。

D

非
個
人
道
義
的
責
任
論

a

木
村
説

木
村
亀
二
は
、
性
格
学
的
責
任
論
を
主
張
す
る
。
違
法
性
は
行
為
（
意
思
の
実
現
）
が
法
秩
序
に
違
反
す
る
と
い
う

客
観
的
な
無
価
値
判
断
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
責
任
は
行
為
に
つ
き
行
為
者
に
対
し
て
法
的
見
地
か
ら
な
さ
れ
る
、
客
観
的
無
価
値
判
断

で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
意
思
の
実
現
で
は
な
く
、
意
思
の
形
成
又
は
動
機
決
定
に
対
す
る
無
価
値
判
断
で
あ
る
。
責
任
は
意
思
形
成
の
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可
非
難
性
と
い
う
無
価
値
判
断
で
あ
る
。
社
会
的
非
難
と
し
て
の
刑
事
責
任
の
根
拠
は
、⽛
刑
法
規
範
が
一
定
の
行
為
を
禁
止
・
命
令
す
る

こ
と
に
よ
り
、
行
為
者
に
対
し
て
規
範
に
合
致
し
た
意
思
決
定
の
義
務
を
課
し
、
行
為
者
は
適
法
な
行
為
の
決
意
に
出
ね
ば
な
ら
な
い
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
義
務
に
違
反
し
て
適
法
な
行
為
の
決
意
に
出
ず
、
違
法
な
行
為
の
決
意
を
な
し
た
こ
と
に
あ
る
（
278
）⽜。
し
か
し
、
義
務
は
不

可
能
を
強
う
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
義
務
違
反
は
責
任
非
難
の
根
拠
で
は
あ
る
が
、
義
務
違
反
が
直
ち
に
責
任
非
難
を
可
能
な
ら
し
め

る
も
の
で
な
く
、⽛
責
任
非
難
は
合
義
務
的
決
意
に
出
る
べ
く
、
且
つ
、
出
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
の
に
、
そ
の
決
意
に
出
な
か
っ
た
こ
と

に
対
す
る
非
難
が
責
任
で
あ
る
（
279
）⽜。
こ
の
場
合
、
責
任
が
問
題
と
な
る
の
は
個
々
の
行
為
に
つ
い
て
で
あ
る
か
ら
、
刑
事
責
任
は
⽛
個
別
的

行
為
責
任
⽜
で
あ
り
、
責
任
は
決
意
と
い
う
意
思
形
成
に
つ
い
て
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、⽛
意
思
責
任
⽜
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
責
任
は

行
為
者
に
対
す
る
非
難
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、⽛
行
為
者
責
任
⽜
で
も
あ
る
（
280
）。
木
村
は
、
さ
ら
に
、
意
思
責
任
が
個
別
的
行
為
責

任
に
も
行
為
者
責
任
に
も
結
合
し
う
る
こ
と
を
詳
論
す
る
。⽛
行
為
は
行
為
者
の
性
格
の
徴
表
で
あ
る
と
同
時
に
、
行
為
者
の
人
格
の
有

意
味
的
表
現
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
性
格
と
人
格
に
根
ざ
し
、
因
果
的
に
決
定
せ
ら
れ
な
が
ら
、
有
意
味
的
に
決
定
す
る
人
格
者
の
行
為

に
対
し
て
責
任
非
難
が
可
能
で
あ
り
且
つ
意
味
を
持
つ
の
で
あ
る
か
ら
、
刑
事
責
任
は
単
純
に
行
為
者
か
ら
抽
象
せ
ら
れ
た
行
為
を
対
象

と
す
る
行
為
責
任
で
も
な
く
、
又
、
行
為
か
ら
抽
象
せ
ら
れ
た
行
為
者
を
対
象
と
す
る
行
為
者
責
任
で
も
な
く
、
行
為
を
行
為
者
と
の
連

関
に
お
い
て
評
価
す
る
と
こ
ろ
の
責
任
に
外
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
刑
事
責
任
は
、
言
葉
と
し
て
は
必
ず
し
も
適
切

と
は
い
い
が
た
く
、
又
、
批
判
が
な
い
で
は
な
い
が
⽝
性
格
学
的
責
任
論
⽞（
charakterologischeSchuldauffassung）
の
見
地
の
下
に

理
解
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
（
281
）⽜。
木
村
は
、
行
為
者
の
危
険
性
は
責
任
の
存
否
で
は
な
く
、
分
量
に
関
係
す
る
と
論
述
す
る
。
刑
事
責
任
は
無

価
値
判
断
で
あ
り
、
価
値
は
否
定
せ
ら
れ
る
か
肯
定
せ
ら
れ
る
か
以
外
で
は
あ
り
え
ず
、
し
た
が
っ
て
、
責
任
は
分
量
的
区
別
を
許
さ
な

い
。
責
任
の
軽
重
は
、⽛
有
責
と
せ
ら
れ
た
上
で
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
軽
重
の
分
量
・
程
度
は
責
任
概
念
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
定
ま
る
も

の
で
な
く
、
責
任
の
実
質
と
し
て
の
反
社
会
的
性
格
の
分
量
・
程
度
に
よ
っ
て
決
定
せ
ら
れ
る
。
反
社
会
的
性
格
は
無
価
値
判
断
が
加
え
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ら
れ
る
と
こ
ろ
の
行
為
者
の
性
格
を
意
味
し
、
危
険
性
を
い
う
。
危
険
性
は
責
任
の
軽
重
を
決
定
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
無
価
値
ま
た

は
無
価
値
判
断
と
し
て
の
責
任
そ
の
も
の
で
は
な
い
（
282
）⽜。
木
村
は
、
責
任
の
根
拠
た
る
義
務
違
反
は
行
為
者
が
合
義
務
的
に
適
法
な
行
為

の
決
意
に
出
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
場
合
に
存
在
し
、
そ
れ
が
不
可
能
な
場
合
に
は
義
務
違
反
は
な
い
の
で
、
適
法
行
為
の
決
意
の
可
能

性
が
な
い
と
き
、
責
任
が
阻
却
さ
れ
る
こ
と
、⽛
社
会
の
一
般
人
（
平
均
人
）⽜
を
期
待
可
能
性
判
断
の
標
準
と
す
べ
き
と
論
ず
る
（
283
）。

木
村
は
、
刑
罰
に
つ
い
て
、
文
化
の
世
界
は
意
思
の
世
界
で
あ
り
目
的
の
世
界
で
あ
る
か
ら
、
本
質
と
目
的
と
を
分
離
す
る
こ
と
は
不

可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
出
立
し
て
、
教
育
刑
（
＝
改
善
刑
＝
再
社
会
化
刑
）
論
を
展
開
す
る
。
そ
の
要
点
は
、
①
文
化
の
進
展
と

い
う
点
で
、
刑
罰
は
理
性
と
目
的
と
に
よ
っ
て
統
制
せ
ら
れ
た
合
理
的
・
合
目
的
的
な
も
の
と
な
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
意
味
で
、
教
育

刑
論
は
目
的
刑
論
で
あ
り
、
そ
の
刑
罰
の
目
的
は
、
社
会
の
秩
序
と
平
和
を
保
護
し
防
衛
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
か
ら
、⽛
社
会
防
衛
論
⽜
で

も
あ
る
。
②
刑
罰
は
、
配
分
的
正
義
に
基
づ
い
て
、
刑
罰
の
内
容
が
合
理
化
せ
ら
れ
個
別
化
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
③
刑
罰
を
も
っ
て
、

悪
に
対
し
て
善
を
も
っ
て
す
る
も
の
で
も
な
く
、
悪
に
対
し
て
悪
を
も
っ
て
報
復
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
な
ら
ず
、
悪
を
な
し
た
犯
人
を

善
導
し
て
再
び
有
用
な
社
会
の
一
員
に
ま
で
復
帰
さ
せ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
284
）。

b

平
野
説

既
述
の
よ
う
に
（
1
⑶
C
c
）、
平
野
龍
一
は
や
わ
ら
か
な
決
定
論
か
ら
出
立
し
て
性
格
論
的
責
任
論
（
実
質
的
行
為

責
任
論
）
を
展
開
す
る
。
平
野
に
と
っ
て
、
責
任
主
義
と
い
う
の
は
、
犯
罪
行
為
者
に
、
刑
罰
が
影
響
を
及
ぼ
し
う
る
よ
う
な
心
理
的
要

素
が
あ
る
と
き
に
限
っ
て
処
罰
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
、
責
任
主
義
は
、⽛
責
任
な
け
れ
ば
刑
罰
な
し
⽜
と
い
う
原
則
（
消
極
的

責
任
主
義
）
で
あ
り
、⽛
責
任
あ
れ
ば
刑
罰
あ
り
⽜（
積
極
的
責
任
主
義
）
と
い
う
原
則
で
な
く
、
犯
罪
の
成
立
を
限
定
す
る
原
則
で
あ
っ

て
、
犯
罪
の
成
立
を
拡
張
す
る
原
則
で
は
な
い
（
285
）。
平
野
は
、
常
習
犯
人
に
行
為
責
任
の
範
囲
を
超
え
て
刑
罰
を
科
し
て
よ
い
か
と
い
う
問
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題
に
、
性
格
論
的
責
任
論
を
も
っ
て
答
え
る
。
責
任
主
義
と
い
う
の
は
、
伝
統
的
に
、
行
為
責
任
主
義
を
意
味
し
て
い
た
が
、
そ
の
場
合

で
も
、
人
格
及
び
環
境
を
全
く
考
え
な
い
わ
け
で
な
く
、
自
由
意
思
を
ご
く
単
純
に
考
え
れ
ば
、
結
果
を
認
識
し
て
い
た
以
上
、
結
果
の

重
さ
に
応
じ
た
行
為
責
任
が
問
わ
れ
る
。
こ
れ
は
形
式
的
行
為
責
任
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。⽛
し
か
し
現
実
に
は
、
同
じ
よ
う
に
結
果

を
認
識
し
て
い
た
場
合
で
も
、
そ
の
行
為
に
出
た
背
後
に
は
、
種
々
の
事
情
が
あ
る
。
行
為
者
の
人
格
及
び
環
境
あ
る
い
は
過
去
の
経
歴

等
か
ら
み
て
、
そ
の
よ
う
な
行
為
に
出
た
こ
と
が
あ
る
程
度
や
む
を
え
な
い
と
い
う
場
合
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
行
為
の
背
後

に
、
行
為
者
の
人
格
な
い
し
環
境
を
考
え
る
考
え
方
、
逆
に
い
え
ば
、
行
為
に
あ
ら
わ
れ
た
限
度
で
行
為
者
の
人
格
な
い
し
環
境
を
考
慮

し
て
責
任
の
軽
重
を
考
え
る
の
を
、
実
質
行
為
責
任
と
呼
ぶ
（
286
）⽜。

平
野
は
刑
罰
の
正
当
化
根
拠
と
し
て
は
相
対
的
応
報
刑
論
を
主
張
す
る
。
刑
罰
が
、
犯
人
を
含
め
て
一
般
の
人
々
が
犯
罪
に
陥
る
こ
と

を
防
止
す
る
効
果
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
場
合
に
だ
け
刑
罰
は
正
当
化
さ
れ
る
。
刑
罰
に
は
一
般
予
防
効
果
と
特
別
予
防
効

果
が
あ
る
。
平
野
は
、
刑
罰
の
内
容
は
苦
痛
な
い
し
害
悪
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
一
般
人
が
犯
罪
に
陥
る
こ
と
を
抑
止
す
る
効
果

（
D
eterrence）
と
犯
人
の
再
犯
を
防
止
す
る
効
果
（
Intim
idation）
が
あ
り
、
両
者
を
併
せ
て
抑
止
刑
論
と
呼
ぶ
が
、
刑
罰
の
内
容
で
あ

る
苦
痛
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
そ
れ
以
外
の
方
法
で
再
犯
を
防
止
す
る
効
果
が
あ
り
、
こ
れ
を
改
善
刑
論
と
呼
ぶ
。
も
っ
と
も
、

犯
罪
防
止
の
効
果
が
あ
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
刑
罰
で
も
正
当
化
さ
れ
る
の
で
な
く
、
犯
罪
の
軽
重
に
応
じ
た
刑
罰
だ
け
が
正
当
化
さ
れ
る
。

そ
し
て
、
他
に
犯
罪
を
防
止
す
る
方
法
、
た
と
え
ば
、
民
事
上
の
制
裁
あ
る
い
は
社
会
的
非
難
で
こ
と
が
足
り
る
な
ら
ば
、
な
る
べ
く
そ

れ
ら
の
方
法
に
よ
る
べ
き
で
あ
り
、
刑
罰
を
用
い
る
の
は
、
必
要
や
む
を
え
な
い
場
合
に
限
る
べ
き
で
あ
る
（
287
）。

c

堀
内
説

責
任
の
本
質
を
非
難
可
能
性
に
求
め
る
の
で
な
く
、
犯
罪
防
止
と
い
う
実
質
観
点
か
ら
捉
え
る
、
展
望
的
⽛
非
難
な
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き
責
任
⽜
を
唱
導
す
る
の
が
堀
内
捷
三
（
＊
一
九
四
二
）
で
あ
る
（
そ
の
い
わ
ゆ
る
実
質
的
責
任
論
）。
堀
内
は
、
規
範
的
責
任
論
が
非
難

の
契
機
を
他
行
為
可
能
性
に
求
め
た
こ
と
に
つ
き
、
そ
れ
は
、
行
為
者
に
そ
の
具
体
的
な
状
況
の
下
で
他
行
為
可
能
性
が
現
実
に
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
で
な
く
、そ
の
具
体
的
状
況
の
下
で
、一
般
人
に
な
ら
他
行
為
可
能
性
が
あ
っ
た
か
ら
、行
為
者
に
も
他
行
為
可
能
性
が
あ
っ

た
は
ず
で
あ
り
、
行
為
⽛
す
べ
き
⽜
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
具
体
的
・
現
実
的
他
行
為
可
能
性
か
ら
の

非
難
の
内
容
は
空
疎
で
あ
り
、
行
為
者
個
人
の
責
任
を
基
礎
づ
け
る
に
は
十
分
で
な
い
と
論
ず
る
（
288
）。⽛
行
為
者
の
責
任
は
非
難
に
代
わ
り
、

予
防
と
い
う
目
的
に
基
礎
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
他
行
為
可
能
性
が
一
般
人
の
そ
れ
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
一
般
人
と
は
刑
法
の

目
的
に
理
解
を
示
し
、
法
益
の
保
護
と
行
為
者
の
改
善
を
通
し
た
犯
罪
の
予
防
に
貢
献
す
る
用
意
の
あ
る
市
民
（
法
的
一
般
人
）
で
あ
る
。

行
為
者
の
責
任
は
こ
の
よ
う
な
観
点
の
下
に
追
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
予
防
目
的
が
責
任
に
お
い
て
実
質
上
重
要
な
役
割
を
果

た
す
こ
と
に
な
る
（
289
）⽜。
但
し
、
責
任
と
刑
罰
は
均
衡
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
責
任
は
刑
罰
の
超
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
限
界
で
あ
る
（
刑
罰

限
定
機
能
）。
予
防
が
刑
罰
を
必
要
と
し
な
い
と
き
、
責
任
は
阻
却
な
い
し
減
軽
さ
れ
る
（
消
極
的
予
防
主
義
）。
責
任
の
判
断
は
、
行
為

者
の
諸
事
情
を
基
に
し
て
、
一
般
人
の
観
点
か
ら
行
わ
れ
る
（
客
観
説
（
290
））。

平
野
説
の
孕
む
問
題
点
は
既
に
指
摘
し
た
の
で
あ
る
が
、
平
野
説
も
堀
内
説
も
そ
の
孕
む
問
題
は
上
述
し
た
ヤ
コ
プ
ス
説
に
対
す
る
批

判
（
2
⑴
B
e
bb
）
を
想
起
さ
せ
る
。
そ
れ
ら
の
説
は
責
任
を
展
望
的
に
見
る
こ
と
に
よ
り
、
責
任
と
予
防
を
結
び
つ
け
、
こ
れ
に
よ
り
、

回
顧
的
な
責
任
非
難
に
よ
る
刑
罰
の
限
定
作
用
と
い
う
責
任
主
義
の
一
つ
の
重
要
な
機
能
を
決
定
的
に
失
わ
せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
。

d

増
田
説

増
田
豊
（
＊
一
九
四
八
）
は
、
認
識
的
非
決
定
論
に
依
拠
す
る
認
識
論
的
自
由
意
志
論
に
基
づ
く
⽛
批
判
的
責
任
論
⽜
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を
提
唱
す
る
。
す
な
わ
ち
、
存
在
論
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い
て
決
定
論
あ
る
い
は
非
決
定
論
の
い
ず
れ
が
真
で
あ
る
か
と
い
う
論
争
は
、
人
間

の
認
識
能
力
が
不
完
全
で
あ
る
た
め
不
毛
で
あ
り
、
又
、
近
時
の
脳
科
学
・
神
経
科
学
の
成
果
を
踏
ま
え
た
上
で
仮
に
存
在
論
的
決
定
論

が
真
で
あ
る
と
し
て
も
、
人
間
の
認
識
能
力
が
不
完
全
で
あ
る
た
め
将
来
の
出
来
事
を
完
全
に
予
測
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
そ
う

す
る
と
、
い
ま
こ
の
時
点
で
は
事
前
的
観
点
か
ら
は
出
来
事
は
完
全
に
決
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
な
い
と
い
う
状
況
が
存
在
す
る
と

い
う
こ
と
に
対
応
し
て
、
認
識
的
非
決
定
論
の
立
場
が
相
対
的
に
優
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
依
拠
し
て
自
由
意
志
が
構
成
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
自
由
意
志
の
存
否
に
は
、⽛
別
様
の
可
能
性
（
選
択
の
可
能
性
）⽜、⽛
合
理
的
決
定
性
⽜
及
び
⽛
起
動
者
性
⽜
と
い
う

三
要
素
か
ら
成
る
基
準
が
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
、⽛
別
様
の
可
能
性
⽜
と
い
う
の
は
、⽛
同
一
の
事
情
の
下
に
お
け
る
別
様
の
可
能
性
⽜
で

は
な
く
、⽛
類
似
の
事
情
の
下
に
お
け
る
別
様
の
可
能
性
⽜
を
意
味
す
る
。
硬
い
決
定
論
か
ら
す
る
と
、⽛
同
一
の
事
情
⽜
の
下
で
は
別
様

の
可
能
性
は
な
い
の
で
、
決
定
論
と
自
由
意
志
の
両
立
を
認
め
る
立
場
か
ら
は
⽛
別
様
の
可
能
性
⽜
を
⽛
弱
い
別
様
の
可
能
性
⽜、
つ
ま
り
、

⽛
類
似
の
事
情
⽜
と
理
解
す
る
（
291
）。

認
識
論
的
自
由
意
志
の
モ
デ
ル
に
依
拠
す
る
批
判
的
責
任
論
の
梗
概
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
①
無
条
件
的
な
自
由
意
志
は
幻
想

で
あ
る
か
ら
、
行
為
者
個
人
に
⽛
究
極
の
責
任
⽜
で
は
な
く
、⽛
一
応
の
責
任
⽜
し
か
と
問
い
え
ず
、
し
た
が
っ
て
、
死
刑
と
い
う
⽛
究
極

の
刑
罰
⽜
を
科
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
②⽛
一
応
の
責
任
⽜
と
い
う
こ
と
か
ら
、⽛
積
極
的
応
報
論
⽜
で
は
な
く
、⽛
消
極
的
応
報
論
⽜
が

導
か
れ
る
。⽛
予
防
上
の
必
要
性
⽜
は
、⽛
刑
罰
的
賢
慮
⽜
の
ト
ポ
ス
か
ら
行
為
者
に
有
利
な
方
向
で
考
慮
さ
れ
る
。
③
個
人
の
責
任
を
追

及
す
る
側
の
責
任
と
し
て
の
⽛
メ
タ
責
任
⽜
を
問
題
と
す
べ
き
余
地
が
広
が
る
。
メ
タ
責
任
と
は
、
市
民
社
会
の
構
成
員
一
人
ひ
と
り
が

犯
罪
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
対
す
る
責
任
で
あ
り
、
そ
の
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
、
事
件
の
平
和
的
解
決
、
将
来
の
犯
罪

防
止
の
た
め
の
反
省
的
・
批
判
的
な
⽛
熟
議
⽜
が
無
制
限
的
に
求
め
ら
れ
る
（
批
判
的
責
任
論
）。
④⽛
市
民
刑
法
⽜
と
⽛
敵
対
刑
法
⽜
と
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の
二
元
論
は
拒
絶
さ
れ
る
（
292
）。

注（
225
）
牧
野
英
一
⽝
刑
法
総
論
上
巻
⽞［
第
一
五
版
］
一
九
五
九
年
・
一
頁
以
下
、
同
⽝
刑
法
総
論
下
巻
⽞［
第
一
五
版
］
一
九
五
九
年
・
四
九
五
頁
以
下
。

（
226
）
牧
野
（
注
225
。
下
巻
）
五
二
四
頁
。

（
227
）
牧
野
（
注
225
。
下
巻
）
五
三
〇
頁
以
下
。

（
228
）
牧
野
（
注
225
。
下
巻
）
五
三
二
頁
。

（
229
）
牧
野
（
注
225
。
上
巻
）
四
四
頁
。

（
230
）
牧
野
（
注
225
。
上
巻
）
四
四
頁
。

（
231
）
小
野
清
一
郎
⽝
新
訂
刑
法
講
義
総
論
⽞［
第
六
版
］
一
九
五
二
年
・
一
八
頁
。

（
232
）
小
野
清
一
郎
⽝
刑
罰
の
本
質
に
つ
い
て
・
そ
の
他
⽞
一
九
九
五
年
・
九
五
頁
以
下
。

（
233
）
小
野
（
注
231
）
一
三
七
頁
以
下
。

（
234
）
小
野
（
注
231
）
一
二
頁
。

（
235
）
小
野
（
注
231
）
二
一
頁
。

（
236
）
小
野
（
注
231
）
三
七
頁
。

（
237
）
人
格
責
任
論
の
先
駆
的
業
績
と
し
て
、
島
田
武
夫
⽝
刑
法
の
基
礎
的
理
論
⽞
一
九
三
三
年
・
二
五
八
頁
以
下
、
安
平
政
吉
⽝
人
格
主
義
の
刑
法
理
論
⽞
一

九
三
八
年
・
一
頁
以
下
、
不
破
武
夫
⽝
刑
事
責
任
論
⽞
一
九
四
八
年
・
七
頁
以
下
。
そ
の
他
、
井
上
正
治
⽝
刑
法
学
（
総
則
）⽞
一
九
五
一
年
・
一
一
〇
頁
以

下
。
参
照
、
大
谷
實
⽝
人
格
責
任
論
の
研
究
⽞
一
九
七
二
年
・
一
八
六
頁
以
下
。

（
238
）
團
藤
重
光
⽝
刑
法
綱
要
総
論
⽞［
第
三
版
］
一
九
九
〇
年
・
二
五
八
頁
。

（
239
）
團
藤
（
注
238
）
二
六
〇
頁
。

（
240
）
團
藤
（
注
238
）
二
六
一
頁
。
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（
241
）
團
藤
（
注
238
）
四
六
八
頁
以
下
。

（
242
）
大
塚
仁
⽝
刑
法
概
説
（
総
論
）⽞［
第
四
版
］
二
〇
〇
八
年
・
四
三
九
頁
。

（
243
）
大
塚
（
注
242
）
四
三
九
頁
。

（
244
）
大
塚
（
注
242
）
四
四
二
頁
。
同
旨
、
佐
久
間
修
⽝
刑
法
講
義
総
論
⽞
一
九
九
七
年
・
二
三
七
頁
⽛
個
別
的
行
為
が
犯
人
の
人
格
を
徴
表
す
る
と
し
て
も
、

人
格
形
成
過
程
は
、
直
接
的
な
責
任
非
難
の
対
象
で
な
く
、
む
し
ろ
、
間
接
的
に
、
刑
を
加
重
・
減
軽
す
る
事
情
と
し
て
考
慮
す
べ
き
⽜。

（
245
）
大
塚
（
注
242
）
五
〇
頁
以
下
。

（
246
）
福
田
平
（
注
84
）
八
七
頁
。
H
.W
elzel,(Fn.82),49（
邦
訳
、
福
田
平
／
大
塚
（
注
82
）
六
八
頁
）。

（
247
）
福
田
平
⽝
全
訂
刑
法
総
論
⽞［
第
五
版
］
二
〇
一
一
年
・
一
八
七
頁
。

（
248
）
福
田
（
注
247
）
一
九
〇
頁
。

（
249
）
福
田
（
注
247
）
二
二
一
頁
。

（
250
）
福
田
（
注
247
）
一
九
〇
頁
。

（
251
）
福
田
（
注
247
）
三
二
四
頁
。

（
252
）
西
原
（
注
93
）
四
三
六
頁
。

（
253
）
西
原
（
注
93
）
四
三
九
頁
。

（
254
）
西
原
（
注
93
）
四
四
〇
頁
。

（
255
）
西
原
（
注
93
）
四
八
二
頁
以
下
。

（
256
）
西
原
（
注
93
）
四
八
三
頁
以
下
。

（
257
）
大
谷
（
注
1
）
三
七
頁
。

（
258
）
大
谷
（
注
1
）
三
一
二
頁
。

（
259
）
大
谷
（
注
1
）
三
一
四
頁
。

（
260
）
大
谷
（
注
1
）
三
一
六
頁
。

（
261
）
大
谷
（
注
1
）
三
六
〇
頁
。

（
262
）
大
谷
（
注
1
）
四
二
頁
以
下
、
五
〇
九
頁
。

（
263
）
内
田
文
昭
⽝
刑
法
Ⅰ
（
総
論
）⽞［
改
訂
版
］
一
九
八
六
年
・
二
二
三
頁
以
下
。
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（
264
）
内
田
（
注
263
）
二
二
五
頁
。

（
265
）
内
田
（
注
263
）
二
五
三
頁
以
下
。

（
266
）
内
田
（
注
263
）
四
六
頁
。

（
267
）
内
藤
（
注
7
）
一
一
二
頁
以
下
⽛
法
制
度
を
、
個
人
の
尊
厳
（
…
…
）
の
承
認
を
根
本
原
理
と
し
て
、
個
人
の
尊
厳
の
条
件
と
し
て
の
個
人
の
生
活
利
益

と
多
数
の
個
人
の
相
互
の
生
活
利
益
と
を
保
護
す
る
こ
と
、
お
よ
び
、
個
人
の
尊
厳
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
権
利
と
自
由
（
そ
の
意
味
で
の
⽝
人
権
⽞）

を
保
障
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
制
度
と
み
る
と
き
、
そ
の
よ
う
な
法
制
度
は
、
行
為
選
択
の
自
由
を
含
む
自
己
決
定
と
い
う
意
味
の
⽝
自
由
⽞
を
、
個
人

の
尊
厳
と
結
び
つ
く
も
の
と
し
て
、
前
提
に
し
て
い
る
と
考
え
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
犯
罪
予
防
と
い
う
刑
罰
目
的
追
求
も
、
過
去
の
犯
罪
行
為
に
つ
い
て
の

自
己
決
定
の
範
囲
内
で
の
非
難
可
能
性
、
す
な
わ
ち
、⽝
責
任
⽞
を
⽝
前
提
条
件
⽞
と
し
、⽝
限
界
⽞
と
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
に
問
題
と
す

る
⽝
責
任
⽞
と
は
、
ま
ず
、
過
去
の
犯
罪
行
為
に
つ
い
て
の
非
難
可
能
性
で
あ
り
、
そ
の
非
難
可
能
性
は
、
他
行
為
可
能
性
と
し
て
の
行
為
選
択
の
自
由
を

前
提
と
す
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
行
為
選
択
の
自
由
が
な
い
と
き
、
過
去
の
一
定
の
行
為
を
⽝
非
難
で
き
る
⽞
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い

か
ら
で
あ
る
⽜。
参
照
、
曽
根
威
彦
⽝
刑
法
総
論
⽞［
第
四
版
］
二
〇
〇
八
年
・
一
三
八
頁
以
下
、
中
山
研
一
⽝
概
説
刑
法
Ⅰ
⽞［
第
二
版
］
二
〇
〇
〇
年
・
一

四
五
頁
、
浅
田
和
茂
⽝
刑
法
総
論
⽞
二
〇
〇
五
年
・
二
七
四
頁
。

（
268
）
内
藤
謙
⽝
刑
法
講
義
総
論
（
下
）
Ⅰ
⽞［
オ
ン
デ
マ
ン
ド
版
］
二
〇
〇
一
年
・
七
七
九
頁
以
下
。

（
269
）
内
藤
（
注
268
）
七
八
四
頁
。

（
270
）
内
藤
（
注
268
）
七
八
五
頁
。

（
271
）
内
藤
（
注
268
）
一
二
一
三
頁
。

（
272
）
内
藤
（
注
1
）
一
二
五
頁
以
下
。

（
273
）
フ
ッ
ク
ス
も
、現
代
の
世
俗
国
に
正
義
の
実
現
の
た
め
に
応
報
を
加
え
る
権
能
は
認
め
ら
れ
な
い
の
で
、応
報
と
い
う
の
は
一
般
予
防
、特
別
予
防
と
い
っ

た
刑
事
政
策
目
的
と
並
ん
だ
刑
法
の
独
立
し
た
目
的
と
は
い
え
な
い
と
し
な
が
ら
も
、⽛
但
し
、
応
報
思
想
が
今
し
が
た
説
明
し
た
法
確
証
を
通
っ
て
刑
罰
目

的
に
流
れ
込
む
こ
と
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、こ
の
こ
と
は
絶
対
的
刑
罰
論
の
意
味
で
の
応
報
目
的
と
混
同
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、

刑
罰
に
よ
っ
て
応
報
が
加
え
ら
れ
る
限
り
、
こ
れ
は
正
義
の
た
め
で
な
く
、
合
理
的
目
的
の
達
成
の
た
め
な
の
で
あ
る
。
応
報
は
、
必
要
な
限
り
、
一
般
予

防
の
手
段
に
な
る
の
で
あ
り
、
応
報
の
実
現
は
こ
の
一
般
予
防
目
的
設
定
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
⽜
と
論
ず
る
。
Fuchs,(Fn.4),2.K
ap
Rn
17.な
お
、
ロ
ク

ス
イ
ー
ン
は
、
応
報
を
排
除
し
た
上
で
、
特
別
予
防
と
一
般
予
防
を
統
合
し
た
予
防
的
統
合
説
を
展
開
す
る
が
、
こ
れ
は
本
文
で
説
明
し
た
統
合
説
と
は
異

な
る
。
R
oxin,(Fn.8),§
3
Rn
37
ff.
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（
274
）
A
.J.M
.M
erkel,D
ie
Lehre
von
V
erbrechen
und
Strafe
(hrsg.v.M
.Liepm
ann),1912,89
ff.,197
ff.,209
ff.V
gl.M
oos,(Fn.35),305
f.

（
275
）
F.N
ow
akow
ski,Freiheit,Schuld,V
ergeltung,in:Rittler-FS,1957,55
ff.V
gl.M
oos,(Fn.35),306
f.;ders.,(Fn.17),194
ff.

（
276
）
M
.Burgstaller,Sinn
und
Zw
eck
derstaatlichen
Strafen
(T
hesen),in:Postner(H
rsg.),Strafrecht,V
ergeltung
oderV
ersöhnung,1983,

53
ff.V
gl.M
oos,(Fn.35),308;ders.,(Fn.17),196
f.

（
277
）
V
gl.M
oos,(Fn.17),190
ff.;ders.,Richter
und
Strafrechtsreform
,JBl1996,345
ff.,354.

（
278
）
木
村
（
注
65
）
三
〇
二
頁
。
同
旨
、
川
端
博
⽝
刑
法
総
論
講
義
⽞［
第
二
版
］
二
〇
〇
六
年
・
三
九
〇
頁
以
下
。

（
279
）
木
村
（
注
65
）
三
〇
二
頁
。

（
280
）
木
村
（
注
65
）
三
〇
三
頁
。

（
281
）
木
村
（
注
65
）
三
〇
四
頁
、
同
⽝
刑
法
読
本
⽞［
全
訂
一
二
版
］
一
九
七
一
年
・
二
二
二
頁
。

（
282
）
木
村
（
注
281
）
二
二
四
頁
、
同
（
注
65
）
三
二
七
頁
。

（
283
）
木
村
（
注
65
）
三
〇
五
頁
、
同
（
注
281
）
二
二
六
頁
。

（
284
）
木
村
（
注
281
）
三
三
六
頁
以
下
、
同
（
注
65
）
四
六
頁
以
下
。

（
285
）
平
野
（
注
1
）
五
二
頁
以
下
。

（
286
）
平
野
（
注
1
）
六
一
頁
以
下
。
同
旨
、
西
田
典
之
⽝
刑
法
総
論
⽞
二
〇
〇
六
年
・
一
九
三
頁
。

（
287
）
平
野
（
注
1
）
一
九
頁
以
下
、
平
野
龍
一
⽝
刑
法
概
説
⽞
一
九
七
七
年
・
六
頁
以
下
。

（
288
）
堀
内
捷
三
⽛
責
任
主
義
の
現
代
的
意
義
⽜
警
察
研
究
六
一
・
一
〇
（
一
九
九
〇
）
三
頁
以
下
、
一
〇
頁
、
同
⽛
責
任
論
の
課
題
⽜（
芝
原
邦
爾
他
編
集
⽝
刑

法
理
論
の
現
代
的
展
開
⽞
所
収
。
一
九
八
八
年
）
一
七
二
頁
以
下
。

（
289
）
堀
内
捷
三
⽝
刑
法
総
論
⽞［
第
二
版
］
二
〇
〇
四
年
・
八
七
頁
以
下
。

（
290
）
堀
内
（
注
289
）
八
八
頁
。

（
291
）
増
田
豊
⽛
脳
科
学
の
成
果
を
め
ぐ
る
自
由
意
志
論
争
と
刑
事
責
任
（
続
）
―
神
経
科
学
者
と
哲
学
者
と
の
デ
イ
ベ
ー
ト
―
⽜⽝
法
律
論
叢
⽞
七
九
・
六
（
二

〇
〇
七
）
一
頁
以
下
、
一
六
頁
以
下
。
同
⽝
規
範
論
に
よ
る
責
任
刑
法
の
再
構
築
―
認
識
論
的
自
由
意
志
論
と
批
判
的
責
任
論
⽞
二
〇
〇
九
年
。

（
292
）
増
田
（
注
291
）
二
二
頁
以
下
。
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Schuld (4)

Toshio YOSHIDA

Erstes Kapitel Schuldgrundsatz und Schuldbegriff
(1) Bedeutung des Schuldgrundsatzes
A. Strafbegründende, strafschützende und strafbegrenzende
Funktion

B. Verfassungsrechtliche Absicherung
(2) Bedeutung des Schuldbegriffs
(3) Zur Problematik der Willensfreiheit
A. Geschichtliche Entwicklung im deutschsprachigen Raum
B. Gegenwärtige Situation im deutschsprachigen Raum
1. Deutschland
2. Österreich
3. Die Schweiz (Bd. 50, Nr. 2)
C. Die Auseinandersetzung mit der Willensfreiheit in Japan
a. Kimura Kameji
b. Dando Shigemitsu
c. Hirano Ryuichi
d. Fukuda Taira
e. Nakayama Kenichi
f . Eine Zwischenbilanz

(4) Psychologische Vorgänge bei der Willensbildung

Zweites Kapitel Geschichtliche dogmatische Entwicklung des
Schuldbegriffs ― vom psychologischen Schuld-
begriff zum normativen Schuldbegriff ―

(1) Deuschland
A. Frühere Lehre (Bd. 50, Nr. 3/4)
B. Der Schuldbegriff von heute
a. Müller-Dietz
b. Jescheck
c. Bauman/Weber/Mitsch
d. Schöch
e. Der funktionale Schuldbegriff
aa. Roxin
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bb. Jakobs
cc. Streng
dd. Merkel
f . Der Charakterschuld
g. Das Strafrecht ohne Schuld

(2) Österreich
A. Frühere Lehre
B. Der Schuldbegriff von heute
C. Die Zumutbarkeit als allgemeiner Entschuldigungsgrund

(3) Die Schweiz (Bd. 51, Nr. 1)
(4) Japan
A. Die charakterlistische Schuldlehre der modernen Schule
B. Die individualmoralische Schuldauffassungen
a. Die staatssittliche Schuldauffassung
b. Die persönlichkeitsschuldauffassung
C. Die Einzeltatsschuldauffassung
a. Fukuda Taira
b. Nishihara Haruo
c. Ohya Minoru
d. Uchida Fumiaki
e. Naito Ken
f . Eine Zwischenbilanz

D. Die nicht individualmoralischen Schuldauffassungen
a. Kimura Kameji
b. Hirano Ryuichi
c. Horiuchi Shozo
d. Masuda Yutaka (Bd. 51, Nr. 2)

(Die Fortsetzung folgt.)
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